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令和７年12月府議会定例会 

農商工労働常任委員会 

報 告 事 項 
 

 

（商工労働観光部） 

 

○ 「第二次府民躍動 雇用応援★夢プラン（仮称）」の策定について 

 

○ 京都府の公設試の在り方検討委員会における提言について 

 

（農林水産部） 

 

○ 第５次京都府食育推進計画の策定について（中間案） 

 

○ 京都府防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画の改定について 

 （中間案） 

 

〇 京都府過疎地域持続的発展方針及び過疎地域持続的発展計画の改定につ 

いて（最終案） 

 
〇 持続可能な京都の海の活用に関するプラン（仮称）の策定について（中間 
案） 

 

〇 京都府内水面漁業振興計画の改定について（中間案） 



 

 

 

 

令和７年１２月府議会定例会 
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商工労働観光部 

 

 

 



 

報 告 事 項 目 次 

 

１ 「第二次府民躍動 雇用応援★夢プラン（仮称）」の策定について・・・・・資料１ 

 

２ 京都府の公設試の在り方検討委員会における提言について・・・・・・・・・資料２ 

  

  別冊資料１ 「京都府人材確保・多様な働き方実現プラン（仮称）（最終案）」 

 別冊資料２ 「京都府の公設試の在り方について」 

 



「第二次府民躍動 雇用応援★夢プラン（仮称）」の策定について 
 

 令和７年１２月 

商工労働観光部 

 

１ 計画名称 

 

  京都府人材確保・多様な働き方実現プラン（仮称） 

   ～人口減少に打ち克つ 新たなチャレンジ～ 

 

２ 計画の趣旨・目的 

 

現行計画が令和７年度末に終了するに当たり、人口減少、少子高齢化をはじめ、コロナ   

禍後の人材不足や働き方の多様化、転職希望者の増加、女性、シニア、障害者の活躍促進 

等の課題に即応するための次期計画を策定する。 

 

３ 計画の主な内容 

 

（１）課題を解決するための重点労働施策（プロジェクト） 

  ①人材確保・定着加速化プロジェクト 

  ②ダイバーシティ人材活躍プロジェクト 

  ③北部地域の人材確保プロジェクト 

  ④未来志向人材育成プロジェクト 
 
（２）重点労働施策と併せて着実に推進する労働施策 

  ①雇用の安定・確保について 

  ②企業の人材確保と誰もが働きやすい職場環境の整備について 

  ③京都産業を支える人材の育成について 
 
（３）本計画で達成したい目標（ＫＰＩ項目） 

  ①正規雇用者数 

  ②北京都ジョブパークの支援による正規雇用者数 

  ③府内企業・地域交流学生数 

  ④京都府が支援した企業の人材確保数 

  ⑤京都企業人材確保センターの支援による北部企業の人材確保数 

  ⑥リカレント・リスキリング実践成果者数 

  ⑦障害者雇用率 

  ⑧ＩＴ・ＤＸ人材の育成者数 

  ⑨職場づくり行動実践企業数 

 

４ 計画期間  令和８年度～11年度（４年間） 

 

５ 今後のスケジュール 

 

令和７年１２月 最終案の策定・議会報告 

 資料１ 



 

＜参考＞パブリックコメントの結果 

 

  実施期間：令和７年１０月３日（金）～１０月２２日（水） 

  結  果：１９個人、２団体、計３５項目の意見あり 

  

（主な意見） 

  〇多様な働き方を実現するには制度整備や ICT導入などの初期投資が必要であるが、中 

小企業にとっては負担が大きいため、補助金や専門家派遣等の支援策の拡充を求める。 

 

  〇子育て中の従業員への支援策として､管理職・従業員向けの意識改革研修・セミナーの

実施と費用補助､突発的な休みや時短勤務に対応できる業務体制への構築支援を求める。 

 

  〇行政は多くのサービスを一方的に提供しようとするが、それが分散投資につながってし

まっている。最大の課題は府民の認知であり、リソースを集中して重要な施策を迅速に

実行できる統合組織の誕生を期待したい。 

 



京都府の公設試の在り方検討委員会における提言について                                                 

令 和 ７ 年 1 2 月 

商工労働観光部 

１ 提言の目的・経過 

  公設試験研究機関（公設試）である中小企業技術センター及び織物・機械金属振興センター

が、技術革新のサイクルが早くなり、最新機器の導入や技術支援を行う職員の確保・育成が課

題となる中、時代の変化に応じ、中小企業の技術力向上や新技術・新製品の開発等を支えるこ

とができるよう、令和６年３月に検討委員会を設置し、議論を進めてきた結果、この度、最終

的な提言が取りまとめられたもの 

２ 提言の主な概要 

（１）困りごと対応（技術相談・分析・評価）の強化 

〇 大学と試験検査機器・設備の相互利用等の連携協定を締結し、中小企業の利便性を向上 

〇 公設試からの技術的提案や試作品開発等の支援に加え、京都産業 21 が開発等に必要な

資金の獲得をサポートする一体的支援事例のさらなる増加 

〇 京都市産業技術研究所との共同研究や人材育成、研究員の人事交流などの連携強化 

〇 会員企業によるサブスクリプション制度など、企業が有償により公設試を応援する仕組

みづくりの導入 

（２）成長分野への展開支援 

〇 広域リージョン連携や京都府の重点テーマごとの勉強会・部会を設置し、企業ニーズを

把握した上で、中小企業の次世代技術展開を支援 

〇 京都大学等との連携による半導体関連材料の加工から評価まで一貫支援が可能な開発

環境を整備 

〇 府政の重点施策分野に特別技術指導員を活用し、専門的かつ高度な技術支援体制を構築 

〇 産学公連携を通じた競争的資金の獲得による機器整備 

〇  企業訪問により、課題やニーズをしっかりと掴んだ上で、大学と連携し、企業の技術力

や市場ニーズに応じた商品開発を具体的に提案できる「提案型研究開発」の推進 

（３）頼りにされる伴走人材の育成 

〇 オンライン施設見学会や SNSなどを通じた公設試の魅力発信、インターンシップの受入

れ拡大による職場体験など、総合的な取組を通じた採用試験応募者の増加 

〇 公設試研究職としてキャリアアップできる仕組みの構築 

〇 人事交流等の拡充による技術支援力の強化 

（４）施設・設備の整備 

〇 老朽化対策に向けた関係者との協議の推進。また、京都産業 21 と連携した空スペース

への入居企業の誘致推進 

３ 今後のスケジュール 

  本報告を踏まえ、３年ごとに中期計画を策定するとともに、中期目標の達成に向けた取組を

管理する事業計画を毎年策定し、PDCAサイクルに基づく進捗管理を実施 

資料２ 
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【担当部課】 商工労働観光部 労働政策室 

雇用推進課                                                                                   

                                                        人材育成課 

 
 

・京都府では、現在、雇用対策の方向性を定めた「府民躍動 雇用応援★夢プラン」の計画期間

が令和７年度末に終了する。 

・日本社会全体で急速な少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少が進行する中、AIやデジタル技術

の進展、価値観の多様化、ライフスタイルの変化など、社会全体は現在、従来の枠組みが大き

く変わるパラダイムシフトの時代を迎えており、雇用の在り方や人材活用の考え方も根本から

見直す必要がある。この時代の転換点において、従来の制度や支援策を抜本的に見直し、すべ

ての府民が自らの可能性を発揮し、夢に向かって挑戦できる社会の実現を目指す必要がある。 

・以上のことを踏まえ、京都府では、国、自治体、民間企業など、様々な主体と連携しながら、

若者、女性、高齢者、障害のある方、外国人など、多様な人材が活躍できる環境づくりを進め

るとともに、北部地域の特性を踏まえた施策や、リスキリング(＊)・キャリア支援など、未来志

向の雇用戦略を展開するための雇用計画として本計画を策定する。 

・本計画は社会情勢の変化等を踏まえ、適宜、見直しを行うものとする。 

・なお、本計画をもって職業能力開発促進法第７条第１項に規定する京都府の「職業能力開発計

画（第 12次）」とする。 

※ 施策の推進に当たっては、一人ひとりの尊厳と人権が尊重され、誰もが持つ能力を発揮し、

充実した職業生活が送れるよう、努めることとする。 

 

 
 

 

少子高齢化に伴い生産年齢人口の減少が進行し、労働供給不足が深刻化する見込みとなってい

る。また、若者の府内就職率の向上が課題となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都府人材確保・多様な働き方実現プラン（仮称）（最終案） 
～人口減少に打ち克つ 新たなチャレンジ～ 

Utikatu  

Ⅰ 策定趣旨 

Ⅱ 現状・課題設定 

 少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少 

 

出典：リクルートワークス研究所「未来予測2040 労働供給制約社会がやってくる」（2023） 

別冊資料１ 
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出典：リクルートワークス研究所「未来予測2040 労働供給制約社会がやってくる」（2023） 

出典：文部科学省「高等学校卒業者の就職状況」（高校生）、京都府調査（大学生） 
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「府民躍動 雇用応援★夢プラン」では、正規雇用者数 45,000人の目標を掲げており、目

標については達成見込みであるが、新卒者の状況としては、就職後３年以内離職率が上昇

傾向にあり、特に若年層の正規雇用の「定着率」が大きな課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 人材確保・定着の加速化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：総務省「就業構造基本調査」 
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急速な少子高齢化に伴う生産労働人口の減少が進む中、女性、障害者、高齢者、外国人な

ど、多様な背景を持つ「ダイバーシティ人材」について、「支援の対象」から「社会を支

える戦力」への転換が急務となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 ダイバーシティ(＊)人材の活躍 

 

出典：京都労働局発表資料により作成 

出典：厚生労働省「国民生活基礎調査」 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：総務省「労働力調査」 

出典：京都労働局発表資料により作成 
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京都府北部地域では、少子高齢化の進行と若年層の都市部への流出により、地域産業を支え

る人材の確保が年々困難になっている。また、若年層の定着が進まないことから、北部地域

の特性を踏まえた移住・定住支援、地域資源を活かした雇用施策の取組などの持続可能な人

材確保対策が必要となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 北部地域の人材確保 

 

出典：京都労働局「京都府内の雇用失業情勢（令和 7 年 3 月分及び令和 6 年度分）」 

出典：総務省「国勢調査」 

出典：文部科学省「学校基本調査」 
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急速な人口減少と少子高齢化により、産業の担い手不足や地域サービスの維持困難といっ

た影響が深刻化しており、こうした状況に対応するには、一人ひとりが自身の能力や可能

性を最大限発揮するための人材育成が極めて重要であり、リスキリング（学び直し）やデ

ジタル人材(＊)の育成など、未来志向の人材育成施策の強化が必要となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

令和８年度～11年度（４年間） 

Ⅲ 計画期間 

 未来志向の人材育成 

 

 

出典：京都府「求められるリカレント教育への関心！  ～リカレント教育に関する府内企業等への調査結果について～ 」（2024） 

 

出典：独立行政法人 中小企業基盤整備機構「中小企業のDX 推進に関する調査（2023 年）」 
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① 早い段階から府内の地域企業を学ぶため、「京都学生・企業・地域交流センター（仮称）」を   

設置し、若い人材の府内企業への就職・定着を促進 

 ・学生が府内の地域企業の魅力や特徴等を知るとともに、経営者も学生が希望する働き方や、

若い従業員の学び直しの必要性を認識するよう、学生と経営者や若手従業員、経営者と従業

員との交流を促進 

 ・京都企業への有償インターンシップの促進やアルムナイ制度(＊)の導入を促進 

 ・企業が負担する住宅手当等の一部補助 

・スタートアップ企業やベンチャー企業関連の面接会等の実施 

・大学と企業が連携し、課題解決に取り組んだ優良事例を顕彰する新たな「京都わかものアワ

ード（仮称）」の創設 

・学生の選考に活用できる標準化された「選考アセスメント(＊)」を企業に提供し、選考情報の

データ化・分析や不採用者の再チャレンジ支援、企業へのフォローアップまでを包括的に行

う「採用アセスメントネットワーク（仮称）」を構築 

 

② 不本意非正規職員の正規職員への転換や第二新卒(＊)の早期安定再就職を推進するため、「就

業・育成一貫支援プログラム」の拡充や生活も含めた総合的支援を実施 

・物流､建設､介護等のエッセンシャルワーク(＊)や全国的にも非正規職員割合が高い飲食店・

宿泊業へのマッチングを推進 

・新卒就職後のフォローアップシステムの構築 

・安定就労と結婚の同時実現を希望する方に向けた「きょうと婚活応援センター(＊)」と連携し

た「パッケージ（ペア）支援プログラム」の提供 

 

③ 迅速かつ的確な雇用対策を行うため、機関連携による就業支援体制を構築 

・学生（若者）・外国人の就職支援窓口体制の強化 

・オール京都で重点労働機能を集約した実働組織を設置し、関係機関の類似機能の実働組織へ

の移転・集約化及び広報活動に係る連携強化 

 

④ 求職者への「推し企業」の紹介 

 ・求職者の興味や関心を引く魅力的な経営や独自の取組を行う中小企業を「推し企業」として

選定するとともに、広報用 SNS媒体を活用し、その魅力を広く発信することで、企業とのマ

ッチングを促進 

 

 

 

 ① 育児・介護により離職した方々の再就職を促進するとともに柔軟な働き方を創出 

  ・先進的取組で人材確保・定着に成功し、かつ、継続的改善を続ける企業を｢アンバサダー企

業（仮称）｣として認定 

 ・公民連携による「職住近接オフィス」を整備し、近隣に住む子育て女性等に仕事を提供 

・地域内で子育て中の女性同士が短時間の仕事を分担・共有できる「子育てワークシェア」の

仕組みを構築 

 ・京都府内の企業や公共施設に子連れＯＫの「コワーキングスペース(＊)」を整備 

 

 

Ⅳ 課題を解決するための重点労働施策 

１ 人材確保・定着加速化プロジェクト 

 

 

２ ダイバーシティ人材活躍プロジェクト 
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② 一般就労を希望する障害者の就労を促進し、障害者雇用率アップに向けた取組を強化 

 ・「就労困難者特化型ＩＣＴ就労支援センター（仮称）」を設置し、障害者のＩＣＴ業務への就

労を推進 

 ・「民間障害者チャレンジセンター(＊)」、「就労移行支援事業所(＊)」、「特例子会社(＊)」等の設立・

運営支援プログラムを構築し、初期投資の一部助成や税制優遇措置の導入などによる障害

者の積極雇用を促進する。 

 ・京都府と大企業が共同出資する「就労移行支援事業所型特例子会社（仮称）」等を創設し、

一定期間人材を育成した上で、中小企業での就労を可能とする制度を構築 

 ・「超短時間労働」（週 10時間未満）の導入促進により、長時間就労が困難な障害者の社会参

加及び自立を促し、働くことを通じた社会参加機会を提供 

 

③ 離職をしたシルバー世代(＊)が培ってきた経験と技術を活かすための支援 

・シルバー世代の知識・経験・技術を活かした企業や地域とのマッチングを支援する「京都ア

クティブシニアバンク（仮称）」の設立 

・転職を視野に入れたミドルシニア世代(＊)の出向、兼業・副業等を契機とした段階的な労働移

動を支援 

・シニアと観光を繋ぐ「シニアリゾートバイト(＊)」の仕組みを構築 

 

④ 外国人の生活・就労をワンストップで支援 

 ・「京都ジョブパーク(＊)」や「京の留学生支援センター(＊)」における留学生の就職支援を「京

都府国際センター(＊)」等と連携した生活支援にも拡充するとともに、ワンストップ窓口の

創設や支援組織の統一を図る。 

 ・外国人材の受け入れを希望する企業にトータルコーディネーターを派遣し、就労環境や日本

語学習等の体制整備を支援するとともに、留学生と企業のマッチングに特化したマッチン

グアジャスターを配置し、円滑な人材確保・定着を促進 

・外国人が、英語で働ける世界標準の「京都ならでは企業」の育成支援 

 

 

 

① 北部地域企業の人手不足を解消するため、「みんなの人事部、みんなの人材プロジェクト（仮

称）」（三人寄れば文殊の知恵）を推進 

 ・総務、人事に関する情報、システムの共有 

 ・北部地域の同業界による合同企業説明会の実施 

 ・「北部まるごとワーケーション型インターンシップ(＊)（仮称）」の実施 

・北部地域における統一契約書の作成による、フリーランス(＊)や副業人材の契約の簡素化と

フリーランス等の名簿の企業への活用 

 

② 従前の終身雇用や年功序列等に縛られることなく、複数の企業で好きな時間に、好きな仕

事ができる北部地域「パラレルキャリア推進プロジェクト（仮称）」を実施 

 ・複数の企業で働くことで必要な収入を得る「パラレルキャリア人材」の育成 

 ・リモートワークを活用した「北部地域ふるさと住民（仮称）」の設置 

 

③ 「北京都働き方 Re：デザインエリア（仮称）」の創造 

 ・人手不足が著しい北部地域を「北京都働き方 Re：デザインエリア（仮称）」と称し、新しい

働き方や外部人材の活用等の雇用推進モデル事業を牽引するため、「京都企業人材確保セン

ター(＊)」及び「京都府生涯現役クリエイティブセンター(＊)」機能について、北部サテライ

ト機能も含めた体制強化を図る。 

 

３ 北部地域の人材確保プロジェクト 
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① 次世代を担うスマート人材(＊)の育成 

・「京都府立高等技術専門校」の施設内訓練において、訓練内容にＡＩの利活用を目的とした

訓練カリキュラムを導入することにより、ＡＩに関する基礎知識を理解・習得するとともに、

各専門分野における業務で利活用することができる人材を育成 

 ・デジタルリテラシー(＊)やデジタル化技術の習得に加え、ＩＴベンダー(＊)と円滑な連携を可

能にする実践的なスキルの習得等、ＩＴ・ＤＸ分野における企業ニーズに対応した在職者訓

練の実施により、中小企業において必要とされるＤＸ推進を担う人材を育成 

 

② 産業界のニーズに対応した高付加価値を生み出す“変革人材”の育成 

・産業創造リーディングゾーン(＊)などによって創造される次代の京都産業を支えるため、異

分野の知識や技術、現場で求められる課題解決力や応用力等を身につける訓練を実施する

ことで、生産性の向上や多能工化などによって、産業の変化や技術革新に対応できる多角的

な視点を持った高付加価値を生み出せる人材を育成 

 

③ リカレント・リスキリングによる職業能力開発や人的生産性の向上 

・ＪＰカレッジ(＊)や「京都府生涯現役クリエイティブセンター」の研修と公的職業訓練などの

対象者、研修内容等を一元的に体系化し、必要な訓練メニューの提供や京都商工会議所など

関係機関の研修の情報収集し、情報提供の一元化を図る。 

・研修効果測定及びデジタルバッジ(＊)による見える化を通じて、リカレント・リスキリングの

成果を関係者間で共有できる仕組みづくりを図るとともに、企業にリスキリングを促進す

るための補助金や給付金の審査項目へのリスキリング事業項目の追加を促進 

・学び直しによる将来設計に即した就職先・活動先の確保とマッチングアジャスト(＊)を強化 

・リスキリングの必要性を理解し実践してもらうための学習会である「経営者向けリスキリン

グラウンジ（仮称）」を開講するとともに、優良取組企業を顕彰することによって、リスキ

リングに取り組む企業の活動を加速化（一部再掲） 

 

④ キャリア教育実施体制の整備 

・小・中・高校生、大学生等の発達段階に応じた探究学習・職場体験等、職業観を醸成し、府

内企業への理解を促すための取組を、企画段階から企業や大学生等の若者が参画し、他のイ

ベントとも連携しながら実施する体制の整備 

 

 

 

 

 

（１）雇用の確保・就業の支援による労働の需給バランスが整った環境づくりの推進 

 

① 求職者の就業基礎力の向上や企業とのマッチング機会の拡大 

・正規雇用を希望しながら非正規で働く方へ必要に応じたスキルアップを支援するととも

に、中小企業の職場環境の改善に向けた取組を支援し、正規雇用に向け「京都ジョブ博
(＊)」の開催等により、求職者と企業とのマッチング機会を拡大 

 

② 「京都ジョブパーク」の機能強化による就業支援の促進 

・正規職員を希望する若年世代やミドル世代の就業支援の強化 

・留学生を含む大学生を対象としたマッチングイベントや大学訪問、大学内での企業交流会

など、低回生から卒業年次生まで、一貫した就職支援を実施 

Ⅴ 重点労働施策と併せて着実に推進する労働施策 

４ 未来志向人材育成プロジェクト 

 

 

１ 雇用の安定・確保について 
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・ものづくり産業をはじめとする府内産業を担う人材育成・就業支援の促進 

・「就労移行支援事業所」や「就労継続支援事業所(＊)」と連携した障害者の就業促進 

・企業ニーズや産業施策、能力開発施策と連携した就職支援の促進 

・大学や関係機関と連携したアウトリーチ型(＊)支援の強化 

・ＡＩチャットボットの有効活用及び運用範囲の拡大による、時間や場所にとらわれない

相談対応体制の充実 

 

③ 関係機関との新たな連携等による広報強化 

 ・国、自治体のみならず民間就職支援機関等との新たな連携を図ることによって、様々な

雇用施策を、求める人・企業のもとに届けるための情報発信機能を強化 

 ・関係機関の取組を取りまとめ、定期的に発信する「おまとめ仕事ナビサイト（仮称）」を

構築 

 ・既存サイトや広報 SNS媒体を見直し、広報提供体制を再構築 

 ・求人情報について、英語等の外国語をはじめ、会社のユニークな取組や、福利厚生情報

等も追加した情報の発信 

 

（２）高校・大学等の教育機関と京都の中小企業を繋ぐネットワーク機能の強化 

 

① 就職支援協定締結大学と京都企業との連携・交流の促進 

・関係大学との間で就職支援協定を締結し、京都企業の魅力を幅広い学生に知ってもら

い、理解促進を図るための取組を推進するとともに、優良な取組を顕彰する「京都わか

ものアワード（仮称）」を創設（一部再掲） 

・「京都ジョブ博」や「就活準備フェア(＊)」などの企業説明会の開催や、探究学習や地域で

の暮らし体験など、様々な手法を用いたインターンシップ、オープンカンパニー(＊)によ

る学生と企業とのマッチング機会の創出 

 

② 新卒早期離職の防止と速やかな再就職支援 

・新規採用者等の早期離職を防止するため、主に新規採用３年目までの者を対象とした、

各企業の求める専門要素に応じた在職者向け定着訓練を実施 

・高校卒業時や大学低回生から、「京都ジョブパーク」への登録を促進し、新卒３年以内離

職者を早期把握し、インターンシップの実施や研修会への参加に繋げることにより、ブ

ランクを空けない就業復帰を支援する「３年の壁・再チャレンジプロジェクト(＊)」の推

進 

・京都の魅力や京都企業の素晴らしさを伝える動画を制作し、学校で視聴する時間を設け

るなど、早い段階から職業観を醸成し、府内企業への理解を促すための取組を実施 

 

③ 京都のものづくり・産業界と若者世代との早期からの交流促進 

・「京都理系学生×京都産業 未来ひとづくりプロジェクト(＊)」を軸とした関係機関との連

携により、学生が、ものづくり・クリエイティブな仕事に興味・関心を持てる環境を産

官学労のオール京都で推進 

    

（３） 氷河期世代や女性・障害者をはじめとするダイバーシティ環境の整備・促進 

 

① 就職氷河期世代をはじめとする働きづらさを感じている人への支援 

・状況に応じた各種セミナーやマッチングイベント等を通じて就職氷河期世代や非正規雇

用労働者などが、自分に合った働き方を選択できるよう支援  
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・景気の影響等を受けやすいひとり親家庭の親、生活困窮者や、働きづらさを感じている

ひきこもり状態にある人など、一人ひとりが、それぞれの状況に応じたスキルアップや

働き方を選択でき、誰もがいきいきと働くことができる環境整備や、「京都ジョブパー

ク」でのアウトリーチ型就業支援メニューの提供や他の支援機関と連携した取組などを

通じて、「働きたい」気持ちに寄り添った支援を実施 

 

② 景気の影響を受けやすい非正規雇用女性等への支援 

・正規雇用等を希望する女性の就業力向上を図る職業訓練やＪＰカレッジ等の実施 
 

③ 働く女性の就労継続に向けた支援 

・時間単位年次休暇制度の導入、子連れ出勤のための託児スペースの整備及び在宅勤務等

のテレワーク(＊)の推進など、育児や介護等をしながら柔軟に働き続けられる職場環境の

整備を支援 

・コアタイムのないフレックスタイム制度の普及や、企業の業務マニュアル化、見える化

により在宅勤務等のテレワークを推進する「業務改革サポート事業」の実施など、育児

や介護等をしながら柔軟に働き続けられる職場環境を整備 
 
④ 障害者雇用の促進に向けた企業への支援 

・多様な障害者雇用モデルの開発や障害者雇用推進企業のネットワーク形成を支援 

・「障害者雇用環境アセスメントツール(＊)」を活用した雇用環境の見える化支援 

・障害者雇用への理解を深めるため、企業による支援学校等での視察や交流を通じて、実

習の受け入れを促進 
 

⑤ 精神障害者等の就労の場の創出と就労継続に向けた支援 

・障害のある学生の就業体験促進など、今後の雇用拡大が見込まれる精神障害者の支援を

強化 

 

 

 

（１）人手不足対策の強化 

 

 ① 「京都企業人材確保センター」による企業の人材確保と定着を支援 

 ・「京都企業人材確保センター」のスタッフが企業に訪問し、人材確保や定着に関する状況

を確認し、課題に応じて社会保険労務士等の専門支援員によるアドバイスにより、課題

を解決 

 ・誰もが働きやすい職場環境は人材の確保、定着に繋がることから、環境改善に取り組む

中小企業を支援 

 

② 労働移動による業種間の人材バランスの確保 

・コロナ禍の影響を受け雇用の維持が難しくなっている産業分野等から、新しい生活様式

に対応し人材が不足している産業分野等への人材移動による産業パラダイムシフトを促

進するため、国の「地域活性化雇用創造プロジェクト(＊)」等を活用し、企業の業種転

換、事業の多角化や求職者等のキャリアチェンジを目指すスキルアップ支援などを総合

的に展開 

・「京都府生涯現役クリエイティブセンター」におけるリカレント教育の取組等により、在

職者のスキルアップを図るとともに、業種・職種を越えた人材移動も視野に入れ、マイ

ンドチェンジに係るカリキュラムも併せて実施 

２ 企業の人材確保と誰もが働きやすい職場環境の整備について 
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（２）働き方改革の推進 

・企業のサテライトオフィス(＊)誘致など、テレワーク活用による「新しい職・住近接」の 

実現 

 ・「京都学生就労環境等適正化協議会(＊)」や「公正採用選考・ワークルール教育推進会議
(＊)」など関係機関と連携した労働者・企業双方への啓発強化 

 

（３）「子育て環境日本一」に向けた職場づくりと連携した「誰もが働きやすい職場づくり」の

推進 

 

① 「子育て企業サポートチーム(＊)」によるアウトリーチ支援 

・「子育て企業サポートチーム」の企業訪問による取組の周知と中小企業の職場づくりの支

援制度を熟知したスーパーバイザーによる伴走支援を実施 

 

② 誰もが働きやすい職場環境づくりに向けた支援 

・職場環境づくりに取り組む中小企業に対して、取組への補助や社会保険労務士、中小企

業診断士、行政書士などの専門支援員のアドバイスにより支援 

・職場づくりが人材確保・定着にも繋がっている好事例をホームページ等を通じて紹介す

るとともに、企業経営者の意識改革を促進する仕組みを構築 

・「子育て環境日本一に向けた職場づくり行動宣言企業」宣言企業数の更なる増加 

 

 

 

（１）生涯現役活躍に向けた支援（リカレント教育等）の強化 

 

① 生涯現役を促進する就労機会の確保 

・自身の働く意味・目的を確認し、それに応じた働き方ができるよう、「京都ジョブパー

ク」等での就労モデルメニューを提供 

・地域の人手不足や社会的課題に対応する担い手としてシルバー世代が参画し、社会との

つながりの中で役割を実感できる取組を実施 

 

② リカレント・リスキリングを軸とした能力開発機能を強化 

・若者から高齢者まであらゆる世代が参加しやすいリカレント教育機会の提供 

・リカレント教育プログラムの充実による在職者等のスキルアップ支援と、異業種間での

在職者・企業の交流による企業の人材確保支援と生産性の向上 

・兼業・副業等柔軟な働き方による人材の確保や段階的な労働移動支援 

・子育て期女性のキャリアアップや育休からの段階的な復職を図るリカレント教育の実施 

・人口減少、少子高齢化により担い手が不足している医療・福祉、農林水産業、教育、地

域文化等の地域に貢献する人材を育成するとともに、習得した知識・技術を証明し、ど

の地域でも即戦力として活躍できるよう支援 

・府内でリカレント教育やスキルアップの機会を提供する大学・経済団体等への橋渡し

（繋ぎ）支援を強化するため、「京都府リカレント教育推進機構」と連携し、学び直しを

目指す方に、学修開始前の目標設定等の相談からリカレント教育の提供、研修内容を活

かした就労や実践の場のマッチング、その後のフォローアップまでを一気通貫で支援

し、新たな活躍にチャレンジできる環境を整備 

・中小企業経営者の意識改革を促すプログラムの検討や従業員が学びやすい環境整備、リ

スキリングのメリットの周知など、企業におけるリスキリング推進に関する支援 

・リカレント教育の必要性を啓発し、継続的な学びを促進するとともに、経営者や大学生

等も巻き込んだ学び直し機運の醸成 

３ 京都産業を支える人材の育成について 

 

 

 



14 

 

（２）次世代を見据えた職業能力の開発・技能の振興 

 

①  「京都府立高等技術専門校」の機能の充実・強化 

・新たな成長産業分野や産業構造の変化に対応し、企業が求める人材を育成するため、企業

ニーズを把握するとともに、京都府立高等技術専門校４校全ての訓練科やカリキュラムの

継続的な改善・見直しを実施 

・ものづくり産業を支える人材を育成する「京都府立京都高等技術専門校」において、大学

中退や早期離職をした若年層の再チャレンジを促進 

・全国に２か所しかないやきものの公共職業訓練施設である「京都府立陶工高等技術専門校」

において、京焼・清水焼業界を支え発展させる人材育成と、就職や技術相談等に応じるハ

ブ機能の強化 

・京都府北部の人材育成拠点である「京都府立福知山高等技術専門校」において、インクル

ーシブ(＊)な職業訓練の推進と、京都府南北の教育訓練機会の格差是正に向けた取組の実施 

・障害者の職業的自立を支援する「京都府立京都障害者高等技術専門校」において、障害

者校訓練生の非正規雇用割合の改善と、就職後にキャリアアップできる環境の整備 

 

②  国・民間機関等との連携による職業訓練の推進 

・京都労働局、京都府、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構で締結した「京都

府雇用対策協定(＊)」を踏まえ、３者の一体的実施の取組として、地域訓練協議会等にお

いて総合的な計画を定め、それぞれの役割分担、機能連携・強化による効果的な職業訓

練を推進 

 

③  京都の優れた技能の振興と未来への継承支援 

・「京都府の現代の名工(＊)」や「明日の名工(＊)」等の表彰について、女性や障害者、日本

で活躍する外国人材の積極的な表彰などによる技能振興の強化 

・「ものづくりフェア」等の子ども向け技能振興イベントにおいて、若年層に対しても技能

の魅力をより強く発信するために、企画段階から大学生等の若者が参加できる体制を整

えるとともに、他のイベントとの共催や連携を実施 

・認定職業訓練校の活性化を図るとともに、 技能士、技能団体等の活動支援、技能検定制

度の改善・利用促進など、技能士の経済的地位や社会的評価を向上、活用する取組を推

進 

・技能検定における育成就労制度への適切な対応 

 

 

 

 

 

ＫＰＩ項目 ＫＰＩ数値 

正規雇用者数 45,000人 

北京都ジョブパークの支援による正規雇用者数 3,200人 

府内企業・地域交流学生数 30,000人 

京都府が支援した企業の人材確保数 36,000人 

京都企業人材確保センターの支援による北部企業の人材確保数 1,400人 

リカレント・リスキリング実践成果者数 20,000人 

障害者雇用率 2.7％ 

IT・DX人材の育成者数 10,000人 

職場づくり行動実践企業数  2,800社 

Ⅵ 本計画で達成したい目標 
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委員名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅶ その他関連情報 
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会議開催状況 

  １ 本体会議 第１回 令和７年４月 17日 

         第２回 令和７年７月 25日 

         第３回 令和７年 11月６日 

  ２ 多様な人材の活躍部会 ２回開催 

  ３ 人材確保･定着部会 ２回開催 

  ４ 人材育成部会 ４回開催 

  ５ 新体制構築部会 ４回開催 
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用語解説 
 
 

 

 

 

ＩＴベンダー 

ソフトウェア、ハードウェア、システム、技術サービスなどを提供する企業のこと。 

 

アウトリーチ型 

直訳すると、「外に手を伸ばす」という意味であるが、本プランにおいては、何らかの支援を必

要としているにもかかわらず、自ら助けを求めることや、申請することが難しい状況の方への

働きかけなど、「必要としている(と思われる)人に積極的に働きかけて支援情報を届けること」

と定義し、そのような手法を使った施策等を「アウトリーチ型」施策とする。 

 

明日の名工（京都府青年優秀技能者奨励賞表彰）（平成 11年度より実施） 

将来の産業基盤を支える技能者として一層の技術向上の励みとしていただくとともに、技能者

の地位向上と技能尊重気運の高揚を目的として、府内のものづくりに関わる産業（伝統産業を

除く。）に従事する優れた青年技能者を知事が表彰するもの。（令和６年度の表彰者数：９名） 

 

アルムナイ制度 

一度退職した社員を再雇用する制度のこと。 

 

 

 

インクルーシブ 

性別、障害だけでなく、年齢、国籍や宗教、文化などの多様性を認め合い、充分な環境を整えた

上で、すべての人を対象とした施策を実施すること。 

 

 

 

エッセンシャルワーク 

社会の基本的機能を維持するために不可欠な業務や職業のこと。 

 

 

 

オープンカンパニー 

学生に企業や業界の情報を提供する短期間のキャリア形成プログラムのこと。就業体験は必須

とせず、企業説明や社員との交流などを通じて、学生の企業や業界への理解を深めることを目

的としている。 

 

 

 

京都学生就労環境等適正化協議会（平成 28年３月 18日設置） 

学生アルバイト等の適正な就労環境を確保するため、京都府・京都労働局・京都市が連携して

京都府内の学生、事業主等に対し周知・啓発等の取組を実施する協議会。 

あ 

い 

「京都府人材確保・多様な働き方実現プラン（仮称）」に記載されている用語のうち、専門的な

用語や十分に定着していない用語などについて、その解説を記載しています。 

え 

お 

き 
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京都企業人材確保センター（令和６年５月 10日開設） 

就労環境の改善による企業の魅力向上から、求職者とのマッチングまで、人材確保に悩む中小

企業における人材の確保と定着を支援する拠点。 

 

 

京都ジョブ博（平成 30年度より実施） 

府内中小企業の人材確保と多様な働き手の活躍を支援するため、経済団体と行政等が連携し、

府内企業と求職者とのマッチングの機会を提供する、京都府主催の合同企業説明会のこと。 

 

京都ジョブパーク（平成 19年４月２日開設） 

正規雇用の拡大をはかるため、若年者をはじめ、中高年齢者や女性、障害のある方など幅広い

府民を対象に、ハローワークと一体となって、相談から人材育成、就職、職場定着までのサービ

スをワンストップで提供する就業支援施設。 

 

 

京都府雇用対策協定 

府内の経済・雇用情勢に応じたきめ細やかで一体的かつ総合的な雇用対策を推進するため、京

都府、京都労働局、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の３者で平成 30年３月６日

に締結した協定のこと。 

 

京都府生涯現役クリエイティブセンター（令和３年８月１日開設） 

人生 100 年時代を見据え、在職者を対象に自らのキャリアを見つめ直し、更なるスキルを習得

する学び直しの機会等を提供することで、生涯学び、働き続け、誰もが生きがいを持って活躍

できる環境づくりを目指す支援拠点。 

 

京都府の現代の名工（京都府優秀技能者表彰）（昭和 61年度より実施） 

職業技能の向上と技能尊重気運の高揚を図り、技能者の励みとしていただくことを目的として、

府内の各産業分野（伝統産業を除く。）で最高の技能を発揮して産業発展のために貢献されてい

る方を京都府知事が表彰するもの。（令和６年度の表彰者数：17名） 

 

 

 

きょうと婚活応援センター（平成 27年 10月 10日開設） 

結婚を希望する独身の方々の婚活を応援するとともに、婚活に前向きに取り組める社会的気運

を醸成するための総合的な婚活支援拠点。 

京都府国際センター（平成８年７月１日開設） 

国際活動のひと・もの・情報・こころの交流拠点として、多文化共生の地域づくりを推進してい

る地域国際化協会。外国人住民等を対象とした多言語相談窓口や日本語学習支援、外国につな

がりをもつ子どもの学習支援、災害時支援などの事業を実施している。 

京都理系学生×京都産業 未来ひとづくりプロジェクト（令和５年度より実施） 

大学・企業が多く集積する京都府において、次世代の中核となるべき理系学生に対し、京都産

業の中心であるものづくりや情報通信産業等の分野におけるＳＴＥＡＭの魅力・やりがいを伝

える活動を産学官労連携により展開し、オール京都で、ものづくりをはじめとする次世代理系

人材の活躍を後押していく機運を醸成することを目的としたプロジェクト。 
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京の留学生支援センター（平成 29年６月開設） 

留学生等の外国人材の育成、企業とのマッチング、個別相談等の就職支援を行う拠点。 

 

 

 

公正採用選考・ワークルール教育推進会議（平成 29年４月１日設置） 

若者に働くことの意義や労働関係法制度などについての理解を促し、社会人として働く前に身

につけておくべき基礎的な知識のボトムアップや、公正採用選考への理解促進を図るため、京

都府・京都労働局・京都市・教育委員会・労働団体等により構成。キャリアデザインやワーク

ルール等に関する教育カリキュラムのあり方について協議や公正採用選考にかかる情報共有等

を行い、実効性のあるワークルール等教育の充実・実践と公正採用選考の普及を図る会議体。 

 

子育て企業サポートチーム（令和元年５月 15日設置） 

府内中小企業の人材確保に向け、子育て中の方をはじめ誰もが働きやすい、多様な働き方を実

現する職場づくりの気運を高めるとともに、補助金等の各種支援制度の紹介、フォローを行う

専門チームのこと。 

 

コワーキングスペース 

異なる職業や企業に所属する人々が、同じ空間で独立して働きながらも、交流や協働の機会を

持てる共有オフィス環境のこと。 

 

 

 

サテライトオフィス 

都市部の企業等が本拠地から離れたところに設置する遠隔勤務のためのオフィスの総称のこ

と。 

 

産業創造リーディングゾーン 

京都府内の地域が持つ資源など、そこにしかない強みを生かしながら、国内外から注目される

テーマを掲げ、イノベーションに取り組む企業の集積を図り、次代の産業を創出する拠点づく

りを目指すものであり、その効果を京都府内全域に波及させていくことで均衡ある発展を推進

するもの。 

 

 

 

 

ＪＰカレッジ 

大学生や求職者等を対象として、社会的なマナーやコミュニケーション力、責任感や実行力な

ど、仕事をする上で不可欠なヒューマンスキルを体系的に学んで就活力を高める研修や、就職

３年の壁・再チャレンジプロジェクト（平成 30年度より実施） 

高校や大学卒業後３年以内の高い離職率の状況を踏まえ、高校卒業時や大学低回生時の京都ジ

ョブパークへの登録を促進することで、卒後の離職状況を早期把握し、京都ジョブパークで実

施する、きめ細やかなカウンセリングや合同企業説明会などに繋げることにより、ブランクを

空けない就業復帰を支援する京都府のプロジェクトのこと。 

さ 

こ 

し 
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活動に役立つ知識、スキルを学べるセミナーのこと。京都ジョブパークにおいて、「就活準備コ

ース」、「社会人基礎力コース」、「ヒューマンスキルコース」、「ポータブルスキル別適職探求コ

ース」の４コースのセミナーを実施している。（令和６年度延べ受講者数：4,623人） 

 

シニアリゾートバイト 

シニア世代を対象とした、リゾート地（ホテルや旅館など）において住み込みで働く中期的ま

たは短期的なアルバイトのこと。 

 

 

就労移行支援事業所 

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つで、一般企業への就職を希望する障害のあ

る方に対して、就労に必要なスキルの習得や職場探し、就職後の定着支援などを行う施設。 

（令和５年９月中に利用者がいた府内事業所数：46事業所） 

 

就労継続支援事業所 

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つで、一般企業等での就労が困難な人に、就

労や生産活動の機会を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う施設。 

Ａ型とＢ型の２種類があり、Ａ型は雇用契約に基づく就労、Ｂ型は雇用契約を伴わない就労の

形態である。（令和５年９月中に利用者がいた府内事業所数：Ａ型 96事業所、Ｂ型 331事業所） 

 

障害者雇用環境アセスメントツール 

企業が障害のある求職者を募集する際に、自社の職場環境や募集する業務に必要となる適性を

可視化するために京都府が開発したツールのこと。障害のある求職者を募集する企業の担当者

が、自社の職場環境や業務に必要となる適性に関する設問に回答し、当該回答結果を求人票や

職場実習の募集と一緒に公開することにより、適性に合う障害者やその支援者との出会いをサ

ポートする。 

 

 

 

 

 

 

 

就活準備フェア（令和６年度より実施） 

学生生活の早い時期からの「京都企業」や「働くこと」への理解促進を目的として、オープンカ

ンパニー・インターンシップへの参加を希望する大学生等とオープンカンパニー・インターン

シップを実施する京都企業とのマッチングの機会を提供する京都府主催のイベント。 

シルバー世代 

通常は 60〜65歳以上の高齢者を指す呼称。 

スマート人材 

本プランにおいては、ＡＩに関する基礎知識を理解・習得し、各専門分野における業務で利活

用することができる人材や、ＩＴ技術を活用するＩＴ人材に加えて、ＩＴリテラシー能力を基

礎として、デジタル技術を活用した課題解決・業務効率化や他業務との協力・連携が行える人

材を「スマート人材」と定義する。 

す 

 

せ 
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第二新卒 

第二新卒とは、大学や専門学校などを卒業後に就職したものの、短期間（通常３年以内）で退職

し、再び新卒市場に近い形で就職活動を行う若年層を指す。 

 

 

 

 

地域活性化雇用創造プロジェクト（国（厚生労働省）が平成 28年度より実施） 

地域雇用の課題に対して、国や都道府県の施策との連携を図りつつ、魅力ある雇用機会の確保

や企業ニーズにあった人材育成、就職促進等の地域の課題に対応するための都道府県の取組を

国（厚生労働省）が支援することにより、地域における良質な雇用の実現を図る事業。 

 

 

 

デジタル人材（ＤＸ人材） 

本プランにおいては、ＩＴリテラシー能力を基礎として、デジタル技術を活用した課題解決・

業務効率化や他業務との協力・連携が行える人材と定義する。 

（本府では、今後の社会において全てのビジネスパーソンに必要とされるＩＴや情報セキュリ

ティ等のデジタルリテラシー能力を養成するとともに、ＡＩやＩｏＴ、ＲＰＡ等多様なデジタ

ル技術を企業の業務レベルへ導入することで、生産性を向上させるとともに、システム開発事

業者等専門家との橋渡し役になる人材（対話ができる者）の育成を目指すもの） 

 

デジタルバッジ 

個人が獲得したスキル、能力、達成、資格などを認証し、従来の紙の証明書や資格証に代わるデ

ジタル証明書のこと。 

 

デジタルリテラシー 

情報を探索、評価、創造、伝達するためにＩＣＴを活用する能力のこと。認知スキルおよび技術

的スキルの両方を必要とする。 

 

テレワーク 

ＩＣＴ（情報通信技術）を利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方のこと。 

企業に勤務する被雇用者が行う雇用型のテレワークには、在宅勤務、モバイルワーク、施設利

用型勤務（サテライトオフィス勤務等）がある。また、個人事業者、小規模事業者等が行う自営

選考アセスメント 

企業が応募者の能力・適性・生活などを評価するために実施するアセスメントのこと。 

ダイバーシティ 

学生や求職者側で、自己の能力が活かせる企業の選択、働き方の選択が進む中で、企業側も、多

様なニーズに対した柔軟なマネジメントを行い、個々の能力の発揮、モチベーションの向上、

組織の生産性向上や人材の確保を図る動きが進んでいる。こうした多様性が尊重され、雇用が

安定することが重要であることから、本プランでは「ダイバーシティ」を「多様な人材がそれぞ

れの能力を最大限に発揮し、活躍できる状態」と定義する。 

た 

ち 

て 
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型のテレワークには、ＳＯＨＯ、内職副業型勤務がある。 

 

 

 

特例子会社 

障害者の雇用促進を目的として、「障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）」

に基づいて設立される子会社のこと。（令和６年６月１日時点の府内の特例子会社数：14社） 

 

 

 

フリーランス 

特定の企業や団体に雇用されず、自身の専門スキルや知識を活かし、独立して仕事を請け負う

働き方のこと。 

 

 

 

北部まるごとワーケーション型インターンシップ 

京都府北部地域に一定期間滞在し、地域での就業体験、生活、住民との交流を通じて、地域との

つながりを深めることができる移住促進プログラムのこと。 

 

 

 

マッチングアジャスト 

求職者と企業との間のマッチング効果を高めるため、双方のニーズに応じた調整を行うプロセ

スや仕組みのこと。 

 

 

 

ミドルシニア世代 

概ね 35～59歳の世代のこと。 

 

民間障害者チャレンジセンター 

民間企業が主導して障害者の就労機会の創出や職業能力の向上を支援する拠点のこと。 

 

 

 

リカレント教育 

学校教育からいったん離れたあとも、それぞれのタイミングで学び直し、仕事で求められる能

力を磨き続けていくこと。 

 

リスキリング 

新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応する

ために、必要なスキルを獲得する／させること。 

 

り 

ふ 

ま 

と 

ほ 

み 



 

 

 

 

京都府の公設試の在り方について 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１２月 

京都府の公設試の在り方検討委員会 

 

 

 

 

 

別冊資料２ 
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１ 検討の趣旨 

〇 公設試験研究機関（以下「公設試」という。）は、地域産業の技術的基盤を支える公

共機関として、技術支援、人材育成、産学公連携、技術情報発信など多岐にわたる機能

を担っている。民間では利用が難しい高度な試験分析設備や専門的知見を活用できる貴

重な支援拠点であり、製品開発や品質向上、新技術の導入など、中小企業の成長を技術

面から支える重要な社会インフラである。 

〇 京都府では、公設試として、京都府中小企業技術センター（以下「中技セン」とい

う。）及び京都府織物・機械金属振興センター（以下「織セン」という。）の２機関を、

また、中技センの分室として、中丹技術支援室とけいはんな分室を設置しており、北部

から南部まで府域全域での中小企業に対する技術支援等を通じて、地域産業の振興に寄

与している。 

○ 中技センは、昭和 17年に設置された「京都府立機械工養成所」を起源とし、中小企業

の技術支援の中核機関としての役割を担ってきた。平成元年には京都市と連携し、京都

リサーチパーク（以下「KRP」という。）への移転を通じて府市協調による支援体制を整

備した。平成 17年には経営支援部門を財団法人京都産業 21（以下、「産業 21」という。）

へ移管するとともに、けいはんな分室や中丹技術支援室の設置・移転を経て、現在の広

域的な支援体制を整備している。 

〇 織センは、明治 38年に「京都府織物試験場」として設立され、丹後ちりめんを中心と

した織物業の技術支援機関として地域産業を支えてきた。昭和 47年には「京都府織物指

導所」と改称し、加悦谷分室の設置などを通じて産地の発展に貢献してきた。平成 12年

には機械金属業への支援も開始し、機能強化を図った。平成 20年には「丹後・知恵のも

のづくりパーク」へ移転し、経営支援を担う産業 21 北部支援センターと連携しながら、

経営・技術の一体支援を展開し、丹後地域の基幹産業の振興に寄与している。 

○ 近年、少子高齢化の進行やＡＩの急速な普及などイノベーションの加速、市場ニーズ

の多様化、環境・社会課題への対応など、企業を取り巻く経営環境は大きく変化し、特

に中小企業においては、限られた資源の中で新技術の導入や新製品の開発、品質や生産

性の向上などを図ることが求められている。 

○ 今後、様々な産業分野において、ますます技術革新のサイクルが早くなり、最新機器

の導入や技術支援を行う職員の確保・育成が課題となる中、時代の変化に応じ、京都経

済が持続的に発展していくためには、公設試が中小企業の技術力の向上や新技術・新製

品の開発を支える存在で在り続けることが重要であることから、公設試に造詣の深い学

識経験者や公設試を利用する中小企業の経営者、国の研究機関などによる「京都府の公

設試のあり方検討委員会」（以下「委員会」という。）を設置し、未来を睨んだ抜本的な

対策について検討することとした。  
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２ 現状と課題 

委員会において、中技セン及び織センを取り巻く現状や課題について意見交換を実施

し、以下のとおり共有した。 

 

(１)京都府の公設試の現状 

 ○ 中技セン及び織セン合わせて 200機種を超える多様な試験検査機器を保有し、電子

機器のノイズ試験、金属部品の精密測定、機能性食品の成分分析、繊維製品の強度試

験など、企業の技術課題に応じた寄り添った支援により、技術相談や機器貸付の実績

は過去 10年間で大きく増加している。 

背景として、製品化前の試作品に対して低コストで試験を行い、改善点の助言を受 

けながら試行錯誤できる“前さばき”の支援体制が整っており、こうした柔軟な試験 

機能が、相談・貸付件数の増加に寄与している。中技センでは、EMC(電磁波障害)の

国際規格改正による新たな周波数帯での試験や次世代 Wi-Fi、車載用レーダーなどミ

リ波帯域での性能試験といった電気・電子分野における相談・依頼が増加している。

織センでは、織物産地生産量の減少に伴い、キズ・難物に関する相談が減少する一方

で、和装からの用途展開に繋げる試作開発のための相談や機器貸付、人材育成に関す

る相談が増加している。 

また、中技セン及び織センでは、地域社会や企業のニーズに即した実践的な研究開 

発に長年取り組んでおり、その成果については報告書の公開や成果報告会の開催等を 

通じて中小企業への技術移転を図るとともに、社会実装の促進に向けて知的財産化に 

も積極的に取り組んでいる。 

[技術相談件数] 

 H1 H5 H10 H15 H20 H25 H30 R5 R6 

中技セン 1,597 1,174 1,734 1,085 1,650 1,561 1,780 2,013 2,437 

織セン 5,962 5,306 4,130 5,643 5,101 4,692 5,078 4,653 4,927 

[機器貸付（時間）] 

 H1 H5 H10 H15 H20 H25 H30 R5 R6 

中技セン 1,503 2,073 2,433 8,741 10,475 8,008 20,835 17,705 21,476 

織セン H12～実施 59 375 667 1,968 2,151 2,611 

 

 [技術・企業ニーズの増加・進展 (高度化・精密化、新規材料対応等)]  
 

機関 分野 主な変化 

中
技
セ
ン 

 
 

 
 

 

電気・電子 

・EMC(電磁波障害)の国際規格が改正され、新たな周波数帯での試験

が増加 

・次世代 Wi-Fi(60GHz)、車載用レーダー(79GHz)などミリ波帯の利用

が広がり、ミリ波帯域での性能試験が増加 

食品・バイオ 
・海外進出、ネット販売拡大を背景に、保存・賞味期限延長に関する

相談が増加 
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表面処理 
・電池部材、太陽電池、カーボン、バイオセンサなど先端材料の分析・

試験が増加 

機械 
・複雑形状化し、「寸法 (長さ・径等)」に加え「幾何形状(平行度・真

円度等)」の測定が増加 

材料 ・機能性フィルムやコーティング素材など薄膜の特性試験が増加 

化学 ・環境意識の高まりから、処理液や素材中の残留成分等の分析が増加 

織
セ
ン 

織物 
・和装以外の用途へ展開するための試作に利用する設備、また、そ

の設備の操作、メンテナンスのための人材育成の相談が増加 

機械金属 
・部品の寸法を一度に大量に短時間で測定したいという相談が増加 

・加工材料の成分分析（鋼種同定）の相談が増加 

化学・食品 ・食品の試作において味覚を数値で評価したいという相談が増加 

 

［主な技術・製品開発支援の事例］ 

＜中技セン＞ 

乳酸菌飲料を専門とする企業に対し、共同研究を通じて成分分析や製造プロセスの最適化

を支援し、腸内環境を改善する新しい乳酸菌飲料の開発を実現（R3） 

プラスチックのコーティング加工を専門とする企業に対し、中技センが橋渡し役となり産

学連携の機会を提供したことで、新たに半導体薄膜塗工技術を開発。中技センも実証試験

等において開発を支援（R1） 

セラミックス製造を専門とする企業に対し、新たな産業への応用展開が出来る新製品とし

て、高温環境下でも電子機器の安定動作に寄与する放熱性に優れたセラミック素材の新製

品開発を支援（R1～） 

 

＜織セン＞ 

シルクパウダーを活用した化粧品を開発する企業に対し、織センが保有する機器を活用し

ながら、化粧品に適したパウダーの形状やサイズの製造方法について技術支援を行い、化

粧品の商品化を実現（R5） 

丹後ちりめんの和装以外の展開に取り組む企業に対して、織センが試作開発した生地の織

物設計等の技術を移転し、ネックウォーマーの商品化を実現（R3） 

農産物をドライフーズに加工する装置を開発する企業に対し、乾燥加工による栄養損失と

乾燥条件を織センが研究することで、栄養損失を低減させたドライフーズ食品乾燥機の製

品開発を支援（R5） 

 

[所内研究実績（令和６年度）] 

機関 研究テーマ 

中
技
セ
ン 

1 ３ＤＡモデルを活用した検査業務効率化の検証Ⅱ 

2 粒子径と三次元表面性状の評価方法及び相関性についての検討 

3 乳酸菌が生産する菌体外多糖（EPS）の化学的性状 
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4 賞味期限設定にかかる期間短縮のための加速試験適用指標に関する研究 

5 印刷技術を用いた機能性電磁材料の開発Ⅱ 

6 自由空間法におけるサンプルサイズの影響について 

7 X 線 CT の撮像データからのアーチファクトの除去 

8 液中プラズマを用いた有機フッ素化合物の処理機構の解明 

織
セ
ン 

1 丹後ちりめんの用途拡大に向けた素材開発及び事業化の取組Ⅴ 

2 シルクが持つ機能に関する調査Ⅱ 

3 和装の特性を活かした次世代ファッションの事例開発 

4 IoT による屋内測位に関する研究 

5 高品質な繭の真空乾燥方法の検討 

 

［保有する特許］ 

機関 特許名 登録年月 出願年月 

中
技
セ
ン 

漬物の製造方法            H29.6 H23.3 

乳製品乳酸菌飲料の製造方法 H30.5 H25.12 

乳酸菌及びそれを用いた乳製品乳酸菌飲料の製造方法 R1.5 H27.2 

乳酸発酵豆乳の製造方法 R3.1 H28.10 

織
セ
ン 

繊維強化複合体の製造方法 H29.7 H28.3 

空気の流れ検知装置並びにそれを用いた映像・音響システム R5.10 R5.2 

 

○ KRP地区には、現在 500を超える大学、研究機関、企業、産業 21や地方独立行政法

人京都市産業技術研究所（以下「市産技研」という。）など官民の多様な支援機関が

集積し、都市型のサイエンスパークとしての機能を形成しており、このような知的資

源の集積環境の中で、中技センは、技術支援の拠点として、地域企業との橋渡し役を

担いながら、産学公連携に取り組んでいる。また、京都駅から近く交通利便性の高い

立地は、企業や大学との連携を進める上で有利に働いている。 

 

○ KRPが開所した平成元年以降、当該地区において、同じく KRPに立地する市産技研

とは、これまでから中技センは電気・電子、表面・微細加工、食品等、織センは繊

維・染織、市産技研はセラミックス、バイオ、伝統産業等と、それぞれの強みを生か

した技術支援を展開している。 

 

［市産技研と比較した得意技術］     ※近畿地域公設試験研究機関ガイド 2023 参考  

中技セン・織セン 市産技研 

・機械設計・加工 

・材料・機能評価 

・化学 

・電気・電子 

・染織 

・陶磁器、セラミックス 

・高分子（プラスチック） 

・漆工（うるし） 
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・食品・バイオ 

・表面・微細加工 

・デザイン 

・繊維・染織 

・表面処理（めっき） 

・金属関係 

・バイオ 

・デザイン 

 

 

(２)京都府の公設試の課題 

（大学との試験検査機器の相互活用） 

 中技セン及び織センには、合わせて 200機種を超える多様な試験検査機器を保有す

る一方、技術や企業ニーズの多様化・高度化に対応するための機器導入経費や老朽化

による保守管理経費が大幅に増加している。 

限られた資源の中で成果を最大化するためには、“選択と集中”の視点が必要であ

り、公設試だけで全てに対応するのではなく、試験検査機器を外部開放している大学

等にも視野を広げ、自ら役割分担の整理や連携の働きかけを行うべきであることか

ら、見学会や意見交換会の実施などを通じ課題の共有化等を図ってはいるものの、連

携の具体化にまでは至っていない。 

一方、依頼試験の実績は減少傾向にある。この背景には、依頼試験の主な利用者が

新規または利用歴の浅い企業であり、試験条件等の確立後には機器貸付へ移行する傾

向が一般的であることが挙げられる。また、試験検査機器は、依頼試験の実績にも影

響を与えている。依頼試験の実績は、持ち込まれた試料点数や環境試験（温湿度サイ

クル試験等）の実施時間等により、年度毎に大きく増減するとともに、中技センで

は、平成 20年代にまとまった機器更新が行われたことなどにより、一時的な増加に

つながっている。しかしながら、最近では依頼試験を利用しない企業や、機器貸付を

利用して自社で分析する企業も増えており、実績が減少傾向にある。 

織センでは、平成初期に、撚糸（糸をねじる）作業を国内から海外へシフトするこ

とでコスト削減を図る動きが活発になり、これに伴い不良糸の有無を試験する撚糸分

布試験の依頼が急増したが、平成６年以降、この動きが徐々に落ち着いたこと等が減

少の主な要因と考えられる。なお、織センでは、機械や金属分野については従来から

機器貸付で対応しており、依頼試験は織物分野の実績が主となっている。 

 

  [保有機器数と保守管理経費] 

 

 

 
   

 年度 H20 H25 H30 R5 

中
技
セ
ン 

主要機器数(台)※1  148   143※2  165※2  168 

必要保守管理経費(千円) 38,000 45,000 65,000 76,000 

織
セ
ン 

主要機器数(台)※1 
29 

(122※3) 
12 

(147※3) 
76※4 134※5 

必要保守管理経費(千円) 5,900 6,500 12,500 13,500 
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※1 主要機器：保有する機器のうち、貸付対応をしている機器 

※2 H25-26：地域の元気臨時交付金事業(31 台の更新・新規導入) 

※3 貸付対応していない機器を含む主要機器数 

※4 H28 織物関係機器 貸付開始 

       ※5 R1 前後 産業 21 から順次機器移管あり 

 

[依頼試験（試料数）] 

 H1 H5 H10 H15 H20 H25 H30 R5 R6 

中技セン 3,974 3,311 3,047 2,898 5,002 4,619 4,918 4,399 3,287 

織セン 10,396 15,074 5,604 7,660 4,391 6,423 4,487 2,989 3,553 

 

（産業 21との技術・経営の一体的支援） 

 中技セン及び織センは、産業 21と拠点を共有し、府内全域において技術と経営を

一体的に支援するワンストップの連携体制（※）を構築している。両者は、ワンスト

ップ相談窓口の設置や、経営・技術の総合研修の開催などを通じて中小企業に対する

支援を展開しているが、公設試による製品開発などの技術支援と産業 21 による資金

調達などが一体となった支援を行い、技術開発や製品開発等の成果が出ている事例は

限られており、公設試と産業 21が拠点を共有していることの優位性を十分に発揮で

きていない状況である。 

 

※［中技セン］ 

平成 17年に「京都府中小企業総合センター（当時）」から経営支援部門を産業 21へ移管し、 

新たに両者が技術・経営の両輪で支援する「京都府産業支援センター」を設置 

※［織セン］   

平成 20年に北部地域のものづくり産業の一層の発展と次世代の産業振興を図るため、ニデッ

ク（旧日本電産）旧峰山工場を活用し、京都府・京丹後市・産業 21が共同で「丹後・知恵の

ものづくりパーク」を整備 

 

[中技センと産業 21との連携事例] 

事業者名 支援内容 成果 

食品メーカー 
Ａ社、Ｂ社 

２１：ビジネスマッチング支援、設備導入の補助金支援  
中技セン：技術セミナーの開催、技術助言 

食品メーカーの
工程自動化、生
産性向上(R6～) 

科学系 
C社 

２１：研究開発に係る補助金支援 
中技セン：開発工程における技術相談、分析支援 

廃プラスチック
のリサイクル技
術の開発（R6） 

洋品雑貨 
製造販売 

D社 

２１：商品開発に係る補助金支援 
中技セン：製品のデザイン相談、大学とのマッチング支援 

オリジナルブラ
ンドの立ち上げ
（R6） 

 

［織センと産業 21との連携事例］ 

事業者名 支援内容 成果 

織物事業者 
グループ 

２１：グループに対する商品開発、販路開拓の補助金支援 
織セン：織物設計、サンプル整経等の試作開発支援、「商品

企画研修」の実施 

シルク素材によ
る生活製品の新
規開発（R2） 
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機械金属 
E社 

２１：新工場の建設や機器導入の支援 
織セン：加工機の操作方法、プログラミング等実践教育を支 
     援 

新工場のオープ
ンに合わせ、切
削加工の内製化
を実現（R4） 

化学系 
F社 

２１：機器導入に係る補助金支援 
織セン：依頼試験等により研究開発を支援 

シルクたんぱく
質を活用した製
品開発（R5） 

 

（国の研究機関との連携） 

 国の研究機関である産業技術総合研究所（産総研）は、公設試が有していない先端

技術に関する知見や研究資源を有しているものの、地域企業の課題解決や新技術の導

入を支援するために中技セン及び織センが産総研に協力を求めることは少なく、国の

技術資源が地域企業に還元されていない。 

 

（イノベーションの創出） 

 中技セン及び織センでは、これまでから電磁波技術セミナーや織物人材育成研修な

ど、様々な技術分野で勉強会や研究会、セミナーなどを開催しているが、開催分野は

特定の技術領域に限定されており、異分野との交流による新たなイノベーションや価

値創造などの取組は行われていない。特定の専門領域だけでは解決できない課題や、

新たな視点や気づきがあってこそ解決できる課題もあるが、技術領域を跨いだ幅広い

視点による課題解決への取組が低調である。 

 

（デザイン視点） 

 ユーザー視点に立った課題の深掘りや、共感を起点とした価値創出を可能にする「デ

ザイン視点」は、技術支援に加えて企業との共創を促進するうえで極めて有効な手法で

ある。近年では、他府県の公設試において、企業が目指す方向性や社会的な役割を丁寧

に聞き取り、それに寄り添いながら製品やサービスの開発を支援する取組や、色・形・

素材・使い心地といった“使う人の感性”を重視した製品づくりを支援する事例が増え

つつある。中技センにおいては、これまでにも企業から寄せられる具体的な技術的課題

に対して、専門的な知見を活かした的確な支援が行われてきた。一方で、製品やサービ

スの企画段階といった、より初期の段階での相談や、企業の目指す方向性・価値観を共

有しながら進めるような対話の機会は、まだ十分に根付いているとは言えず、支援の幅

を広げる余地がある。企業ニーズの多様化・高度化が進む中、単なる技術提供だけでは

不十分であり、企業の本質的な課題に寄り添い、価値創出につなげるためにも、デザイ

ン視点の導入が必要である。 

 

（マーケティング） 

 公設試以外の施設に目を向けると、ものづくり・AI・金融・観光を交錯させたイノ

ベーションセンターや、デザイナー・職人・販売企画の三者を組み合わせたデザイン

センターなど、多種多様な人材を交流させることで、マーケティングを含めた多角的

な支援に取り組んでいる例も見受けられ、こうした施設では、技術支援にとどまら
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ず、企画・デザイン・販売戦略といったソフト面にも踏み込んだ支援が展開されてい

る。一方で、中技セン及び織センでは、デザイン経営やマーケティングなど、製品や

サービスの価値を高めるソフト面への支援は、企業の相談内容や課題整理の状況に左

右されやすく、十分に展開されているとは言い難い。技術支援を中心とした体制は整

っているものの、企画段階から企業と対話を重ねる関係性が築かれていなければ、こ

うした視点の導入にはつながりにくく、今後は、ソフト面への対応力の強化と、企業

との関係性の深化が重要な課題となる。 

 

（公設試を応援する仕組み） 

 中技センでは、センターからの各種情報提供に加え、会員企業との交流を促進し、

双方の発展に資することを目的として「協力会」を運営している。現在、100社を超

える会員企業を有しており、毎年、研究成果発表会や事業所見学会、会員企業が自社

の強みや製品を PRする交流会等を開催することで、会員相互及び職員との交流を深

める機会を創出しているものの、新規会員の獲得停滞や、企画内容の定型化・形式化

など活動が低調であり、会員企業への付加価値の提供が課題となっている。 

   また、織センでは、丹後織物工業組合、丹後機械工業協同組合等を通じて、従来か

ら各企業との連携・交流等を図っており、会員企業組織を有していない。 

 

［中技セン協力会概要］ 

 

【活動内容】 

・情報誌やセンター刊行物の送付 

・技術開発に関する研究会・研修会の案内 

・センターHP内での会員企業 PR 

・各種交流機会（工場等見学会、会員企業同士の交流会等）の提供 

【会費】 

・3,000円/年 

【概要】 

・設  立：昭和 45年 10月 

・役  員：会   長  中村 道一（NKE株式会社 代表取締役社長） 

（R7,8） 副 会 長  佐々木 智一（佐々木化学薬品株式会社 代表取締役） 

副 会 長  冨部 純子（日本蚕毛染色株式会社 代表取締役社長） 

幹   事  岡本 真樹（コアマシナリー株式会社 代表取締役） 

会計監査  鈴木 滋朗（株式会社最上インクス 代表取締役社長） 

・会員数：112会員（令和７年３月時点） 

 
 

（府政の重点施策分野への特別技術指導員の活用） 

 中技セン及び織センでは、技術職員だけでは対応しきれない専門性の高い技術課題

に対応するため、大学や民間企業の専門家から「京都府中小企業特別技術指導員」を

選定し、企業向け巡回指導等を行う仕組みを有しており、特に、織センでは、テキス

タイルなど府政の重点施策分野を念頭に、特別技術指導員を重点配置し、中小企業の
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新たな取組を支援するほか、織センが実施する各種研修での講師登壇、職員の日常的

な技術的アドバイスにも対応している。 

一方で、中技センにおいては、食品製造過程において発生したカビの発声原因と防

止策について指導を受け相談企業で対策を実施するなど、課題解決につながった事例

があるものの、指導員の支援事例などの共有不足により活用実績が低調となってい

る。 

 

  [中技セン：特別技術指導員活用実績] 

 

 

           ※１ ニーズが低下した技術分野に係る指導員の見直しを実施した 

※２ ものづくり評価技術研究会の立上げ相談等のため、指導件数が増加した 

 

  [織セン：特別技術指導員活用実績] 

 

（競争的資金の獲得） 

 中技セン及び織センでは、企業ニーズに即した研究開発に取り組んでいるものの、

公設試が単独で研究するものが多く、大学等との共同研究実績が減少しており、公設

試としての研究機能が弱まっている。減少の要因としては、共同研究の経験を有する

ベテラン職員が退職する中で、当該ノウハウやメリットを若手職員に継承するための

仕組みが組織として十分に整理されていないことや、若手職員が共同研究に取り組む

ために必要な実績を積む前に異動となるケースが多いなど、人材育成の面で十分な対

応ができていないほか、技術相談や機器貸付等の日常業務に多くの時間と労力を要す

る中でマンパワー不足が深刻化していることが考えられる。 

また、現場では「共同研究に取り組みたいが、時間的余裕がない」「大学との連携

に必要な調整や書類作成が煩雑で、手が回らない」といった声も多く聞かれる。こう

した状況は、制度的・運用的な支援体制が十分に整備されていないことに加え、日常

業務の負担が大きく、職員が研究活動に割ける時間や意欲を確保しづらい環境にある

年度   

項目 
R1  R2  R3  R4  R5 R6 

特別技術指導員数（人） 45 45 32※１ 32 31 31 

研究会・セミナーの座長・講師等（人） 14 12 10 10 13 17 

ハイテク巡回指導（件） 

※府内中小企業への指導 
3 4 4 3 3 3 

特別技術指導（件） ※職員への指導 12※２ 3 2 3 3 2 

年度   

項目 
R1  R2  R3  R4  R5 R6 

特別技術指導員数（人） 22 21 20 20 20 20 

巡回指導（件）※府内中小企業への指導 18 16 13 16 10 16 

研修の講師（件）(コース数) 8 4 4 5 7 6 
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ことが背景にあることが考えられる。また一部では、共同研究に対する理解や関心が

乏しく、組織としての意識醸成や動機付けの面でも課題が残っている。 

さらに、企業ニーズを優先するあまり、大学教員が関心を持つ研究テーマが設定で

きず、特別技術指導員（大学教員）を十分に活用できていないことや、技術展示会や

学会での出展を通じた共同研究先としての PR不足なども連携の停滞につながってい

ると考えられる。 

こうした課題が共同研究、受託研究実績の低迷に繋がっており、さらには大学や企

業等との課題解決型の連携が希薄となることで、競争的資金の獲得において、社会的

課題に対応した研究テーマの形成や実装可能性の確保、申請に必要な連携体制構築等

が困難となっている。加えて、現場では競争的資金について企業が技術力を向上する

ために有効な手段であるという意識が低く、企業からの相談や研究会などから企業、

大学が一緒に研究したいと思える社会的インパクトのある研究テーマを積極的に設定

するという意識も乏しい。若しくは意識があっても、競争的資金の申請に値するよう

な高度かつ社会的意義のある研究課題を見出す力が十分に育成されておらず、テーマ

設定の段階で壁に直面するケースも多い。組織としても、競争的資金に対しては公設

試の機器導入手段の一つという意識が強いが、他の補助制度を活用することで最低限

の機器導入が可能であることから、競争的資金の獲得に本格的に取り組む姿勢が十分

でなかったことも一因と考えられる。このため、申請に至らず、結果として資金獲得

の機会を喪失している状況にある。 

 

[大学や企業と連携した共同研究実績・競争的資金活用実績] 

  H20 H25 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

共同研究本数 
中技セン 9 4 0 0 1 1 2 3 

織セン  1 

競争的資金を活

用した研究本数 

中技セン 4 0 

織セン 1 0 

 

[企業からの受託研究実績] 

  H20 H25 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

研究本数 
中技セン 0 1 2 6 2 2 3 8 

織セン  0 

収入額（千円） 
中技セン 0 1,097 199 2,591 2,054 90 1,854 1,291 

織セン  0 

 

[近畿府県の競争的資金獲得状況（R5）]                         （千円） 

中技セン 織セン 滋賀県 奈良県 大阪府 兵庫県 和歌山県 京都市 

0 0 8,017 0 127,993 8,080 9,586 29,431 

         ※科研費、JST（科学技術振興機構）、NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機構）等 
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（提案型研究開発） 

 京都府には多数の中小企業が存在するものの、自らの課題を言語化できない企業も

少なくない。かつては、繊維・染色業界などにおいて、ディレクター的な役割を担っ

ていた問屋が存在し、職人の技術を市場に橋渡ししていた。しかし、そうした問屋が

減少し、身近にいない現在では、技術を商品化・展開する道筋が不透明となってい

る。これは、「問題の輪郭は見えているが言語化できていない」状態であり、技術支

援の必要性が高いものの、支援のマッチングが困難な状況にある。また、技術革新に

よる新たな生産技術の普及は、経営の大きな転換点となり得るが、資本力の乏しい企

業にとっては対応が困難となる可能性もある。公設試は、業界の動向を注視するとと

もに、市産技研や大学等との連携を図りつつ、市場ニーズや技術動向を踏まえた判断

材料の提供を通じて、企業が将来に向けた選択を行えるよう支援していくことが求め

られるが、「待ち」の姿勢が強く能動的に活動・提案できていない。 

 

（公設試の魅力発信と採用活動） 

 中技セン及び織センにおける繊維職や機械職などの一部職種において、専門知識を

持つ人材の確保が困難になっている。確保が困難化している要因としては、民間企業

との給与等の処遇面における差に加え、専門能力の向上を志向する学生のキャリア形

成に対する意識の変化に対応し、実務経験や技術の蓄積が可能となるような採用方法

や勤務形態が確立されていないことも一因と考えられるが、京都での就職を希望する

学生は一定数存在していることが考えられることから、公設試に人材が集まりにくい

背景について、改めて要因を検証し、対応策を講じる必要がある。 

また、繊維職においては、産業構造の変化等に伴い大学の学部再編が進み、繊維科

学を履修できる大学自体が減少している。現在では、京都工芸繊維大学、信州大学、

福井大学の 3大学のみとなっており、採用対象となり得る学生の母数が減少している

ことも、人材確保が困難化している一因となっている。 

さらに、技術人材の確保において、学生等が公設試の仕事に魅力を感じるような工

夫が求められているが、インターンシップなど従来の取組にとどまり、新たな施策の

展開には至っていない。 

 加えて、公設試の業務内容や社会的役割が十分に周知されておらず、PR 不足が人材

確保の困難要因となっていることも考えられ、若手人材に対する情報発信の強化が求

められる。民間企業では異業種間連携やオープンファクトリーの実施など、若手人材

を地域に呼び込み、定着させる取組も進められているが、公設試はこうした地域の動

きと連携し、技術支援の現場を開放する取組に消極的である。 
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[人材確保の状況］ 

 〇直近３ヶ年の試験合格者数（京都府庁全体・（）内は募集者数） 

電気・電子工学(情報工学含む)：⑥５(若干)、⑤８(約５)、④３(約５) 

機械            ：⑥１(若干)、⑤１(若干)、④１(若干) 

化学（環境含む）      ：⑥17(約10)、⑤８(約５)、④６(約５) 

繊維            ：⑥０(若干)、⑤④試験なし 

意匠図案          ：⑥⑤④試験なし 

〇欠員状況 

中技セン：欠員なし 

織セン  ：欠員３（機械１・繊維２（⑥当初）） 

 

[実習生等受入実績] 

 

 

 

※京都工芸繊維大学と連携し、課題解決プログラム（地域創生 Tech Program）及びインターン 

シップを実施 

 

（公設試研究職としてキャリアアップしていく仕組み） 

 技術職員の育成にあたっては、技術職員としてのキャリアの長さに関わらず、技術

相談や依頼試験、機器貸付時における使用方法の説明等の対応に多くの時間を割いて

いることから、研究開発等の時間を十分に確保出来ていない。また、時間を割いたこ

とによる成果についても、広く周知される機会が少なく、職員が企業や社会への貢献

を実感できる機会が乏しい。 

また、ベテラン職員の退職が進行する中、専門的知見や技術ノウハウの共有・継承

が組織的に行われておらず、組織内において技術力の偏りが生じているとともに、短

期間での人事異動が続いており、公設試職員としての実務経験が十分に蓄積されてい

ない。加えて、優秀な人材として成長していくために必要と考えられる、各職員の専

門分野以外の知見や技術ノウハウを学べるような機会に乏しいため、多角的な課題を

抱える中小企業に向き合い、相談・対応できる職員の育成が難航している。 

さらに、各分野の第一人者である特別技術指導員の協力を得られる体制は整ってい

るものの、職員の育成に資する形での活用が出来ていない等、高い専門性を公設試の

業務に十分に活かしきれておらず、活用の仕方に課題が残っている。 

 

[職種別職員構成（公設試のみ・再任用除く）]              ※令和７年 4 月現在 

機関 職種 20 代 30 代 40 代 50 代～ 合計 

中
技
セ
ン 

電気・電子 1 5 1 4 11 

機械 1 1 1 3 6 

化学 2 3 3 2 10 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

中
技 

セ
ン 

実習生 

（大学のインターンシップ生） 
4 4 3 3 3 4 

織
セ
ン 

地域創生課題プログラム生  3※ 

インターンシップ生      1※ 
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繊維 0 0 1 0 1 

意匠図案 1 0 0 1 2 

合計 5 9 6 10 30 

織
セ
ン 

繊維 0 2 2 1 5 

機械 1 1 2 0 4 

化学 3 1 1 0 5 

意匠図案 1 0 0 0 1 

紡織 0 0 0 1 1 

合計 5 4 5 2 16 

                               ↑ 

               ※３年以内（令和９年度末）定年退職予定者 

                  中技セン：電気３、機械１、意匠図案１ 

                  織セン ：紡織１ 

 

[関係職種に係る公設試以外の主な配属先]  

    電気・電子工学、機械 ： 営繕課、府営水道事務所 
    化学         ： 保健環境研究所、保健所 
    繊維、意匠図案    ： 基本的に配属先は公設試のみ 

  

 [工業系公設試（電気・電子工学、機械、化学）における他府県の採用・異動状況] 

   ・47都道府県のうち 32都道府県が、選考採用（≒公設試採用）を実施 
    ・残り 15県のうち６県が、研究職勤務を続けられるよう一定配慮あり 

 

 

（施設の整備） 

 中技センの拠点施設である「京都府産業支援センター」は平成元年の竣工から約 35

年が経過しており、施設・設備の老朽化が進行するとともに、その維持費が年々増大

している。KRP地区開所 35周年を契機に、KRP地区が持つ資源の強み、ビジョン等を

共有し、地区全体の将来の方向性について検討する会議体（KRP地区懇話会）を設け

議論を進めている。 

織センについては、平成 20年に次世代産業振興を目的に「丹後・知恵のものづく

りパーク」を整備し、以降、当該地において地域のものづくり産業を技術で支えてい

るが、施設内に入居していた地元企業の退去が続き、空きスペースが発生している。 

 

［参画団体］ 

KRP、中技セン、市産技研、産業 21、（一財）京都発明協会、（公財）京都高度技術研究所 
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   ［施設概要］ 

中
技
セ
ン 

【施設概要】 

・施設名 京都府産業支援センター 

・住所  京都市下京区中堂寺南町 134 京都リサーチパーク内 

・建築年月 平成元年８月（平成 13年増築） 

・建設費  建築費 25.0億円（増築 0.7億円）、設備 6.2億円  

・土地面積 1,380㎡（所有者である京都リサーチパーク㈱からの借地） 

・建物面積 7,296㎡（延床面積 京都府所有） 

【入居団体】 

・中技セン、産業 21、（一社）京都発明協会 

【整備背景】 

・大阪ガスが京都工場操業終了後、当該跡地を産業集積拠点として開発するに 

あたり、京都府・京都市に対し産学連携拠点の設置を要請 

・本要請に応じ、下京区西七条名倉町に所在した中技センの前身である中小企業 

総合指導所を移転 

【課題】 

・開所後約 35年が経過し、躯体・設備とも老朽化が進み、修繕費等の維持コスト 

が増大 

・KRP東地区は各棟が地下を共有し、渡り廊下により接続されていることから「一 

つの建物」として登記されており、設備関係も共用しているものが多く、東地区 

一体で施設の今後(リノベーション等)を検討することが必要 

織
セ
ン 

【施設概要】 

・施設名 丹後・知恵のものづくりパーク 

・住所  京丹後市峰山町荒山 225 

・建築年月 平成 20年 10月（平成 31年増設） 

・建設費  5.9億円（増設 0.5億円） 

・土地面積 35,466㎡ 

・建物面積 10,933㎡（延床面積） 

【整備背景】 

・北部地域の地場ものづくり産業の一層の成長と次世代の産業振興を進めるため、 

日本電産（現ニデック）の旧峰山工場を活用し、整備 

・当該整備に合わせ、織センは京丹後市峰山町丹波から移転 

【課題】 

・施設の一角を「トライアルゾーン」として地域企業の新分野進出に活用するため 

に貸出していたが、入居企業の一部退去により空きスペースが発生 
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３ 最近の動き 

 現在重点的に取り組まれている京都府の産業施策の状況や、大学や市産技研等との連携

の動き等について、情報を共有した。 

 

（府政の重点施策分野におけるオープンイノベーションの推進） 

 京都府では、地域での多様なイノベーションによる次世代産業の創出に向け、半導

体や産業創造リーディングゾーンなど、特定の技術テーマでオープンイノベーション

を推進しており、国際シンポジウムでの先進技術の紹介や交流会、新市場への参入に

向けたセミナー、大学・研究機関との連携による関連技術の研究会や実証実験など、

中小企業が参画できる範囲は多岐に渡る。 

    特に、産業創造リーディングゾーンでは、地域の強みや特色を活かした重点技術分

野を設定し、産学公の連携による研究開発や人材育成、設備整備などを通じて、地域

発の新産業の創出を目指している。府内各地で異なるテーマが展開されており、地域

ごとの技術資源や企業群を活かした取組が進められている。 

北部地域では、産業創造リーディングゾーンの特定の技術テーマの一つである「シ

ルクテキスタイル」や丹後の機械金属業が自動車部品製造で培った技術を応用し、

「宇宙産業」への展開を目指す新たな動きが始まっている。地元企業や支援機関が連

携し、宇宙関連部品の試作・評価、規格対応などに取り組む研究会が立ち上がってお

り、織センはこれらの取組に必要となる技術支援を担っている。 

南部地域（京都市域）では、半導体産業が集積する京都の強みを生かし、府市協調

により、パワー半導体、光半導体、ＡＩ半導体分野において、研究開発支援、人材育

成、設備連携を通じた産業振興に着手している。 

 

  [京都府がテーマを定めて進める重点事業] 

テーマ 主な拠点 概要 

シルクテキスタイル産業 京都市・京丹後市 
世界最高レベルのシルクの染めと織りの

技術を活用したテキスタイル産地を形成 

ZET-valley(脱炭素技術) 京都市・向日市 
脱炭素技術の実証・共創によるゼロカー

ボンまちづくりを推進 

サステナブルパーク 宮津市 
環境配慮型産業の集積を図り、持続可能

な地域づくりを推進 

環日本海物流促進 舞鶴市・綾部市 
日本海側の港湾を活用した広域物流ネッ

トワークを形成 

ヘルス・スポーツ産業 亀岡市・南丹市・京丹波町 
健康・スポーツ分野の技術やサービスを

活用した新産業を創出 

クロスメディア産業 京都市 
映像・音楽・デザインなどの融合による

新たなコンテンツ産業を創出 
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フードテック産業 京田辺市・精華町 
食品加工・発酵技術などを活用した次世

代食品産業を創出 

新名神・近未来都市形成 城陽市 
新名神高速道路沿線の開発を契機に、ス

マートシティ構想を推進 

アート＆テクノロジー 大山崎町 
芸術と先端技術の融合による新たな価値

創造と新産業の創出 

半導体産業振興 京都市域 
パワー・光・AI半導体分野での研究開

発・人材育成・設備整備を推進 

宇宙産業振興 丹後地域 
機械金属業の技術力を活かした宇宙産業

分野への進出を推進 

 

[産業創造リーディングゾーンの位置図] 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（半導体分野支援に向けた大学との設備連携の足がかり） 

 京都府内の大学では、産学公連携の一環として、大学が保有する研究機器の外部開

放が進展しており、京都大学ナノテクノロジーハブ拠点や京都工芸繊維大学オープン

ファシリティセンター等と機器の相互利用に向けた連携協議を開始している。 

 

[京都府内大学の機器開放状況] 

大学 開放状況 

京都大学 ナノテク、バイオなど高度な専門機器を中心に 298機種を開放 

京都工芸繊維大学 共用機器の一元管理組織（ｵｰﾌﾟﾝﾌｧｼﾘﾃｨｾﾝﾀｰ）を設置し、実験機器や電

波暗室など 141機種を開放 

京都府立大学・ 

府立医科大学 

受託研究・共同研究を実施。機器開放は行っていない 

理工系私立大学 受託研究・共同研究等を実施。機器開放は行っていない 

芸術系大学 プロジェクトワーク等での産学連携を実施。機器開放は行っていない 
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（市産技研との技術連携による支援体制の強化） 

    中技センと市産技研では、バイオ分野における技術交流及び研究促進を図るため、

共同による「バイオ分科会」を開催し、最新の研究成果の共有、技術課題の検討、意

見交換等を実施しているほか、繊維産業の技術支援体制の強化を図るため、織センか

ら市産技研へ織機調整に関する専門人材の派遣を開始し、市産技研における織機の精

度向上及び技術支援体制の充実を図るなど、市産技研との本格的な連携を開始してい

る。 

 

（中小企業の海外展開に求められる国際基準と環境対応） 

 中小企業が海外展開を進める上では、ISOや環境認証など国際的な基準への対応が

不可欠であり、近年ではサステナビリティに関する要求が一層厳格化しており、製品

の成分分析や性能試験、環境規制対応に加え、労働環境や人権への配慮、知的財産権

の保護など、企業活動全体に対する包括的な責任が問われるようになっている。さら

に、EUでは炭素消費量の高い製品に対して関税を課す「炭素国境調整メカニズム

（CBAM）」の導入が進められており、こうした制度に対応した製品設計や研究開発も

求められている。 

 

（公設試の魅力発信と採用活動の強化） 

    織センでは、将来的な技術人材の確保を目的とした取組の一環として、京都工芸繊

維大学との連携のもと、北部地域出身の学生を主な対象とした課題解決型教育プログ

ラム「地域創生 Tech Program※」を実施しており、取組初年度である令和 6年度に３

名の学生を受け入れている。［再掲］  

 

※地域産業が直面する課題に対し、学生が主体的に取り組むことを通じて、実践的な知識・技 

能の習得を促すとともに、地域との関係性を深めることを目的とした教育プログラム 
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４ 具体的な取組 

公設試の現状と課題、最近の動きを踏まえ、公設試として今後展開していくべき具体的

な取組について、以下のとおりとりまとめた。 

 

（１）困りごと対応（技術相談・分析・評価）の強化 

大学や市産技研等との連携による幅広い技術分野への伴走支援や、産業 21との連携

により技術と経営の一体支援の強化を図る。 

 

 ○ 大学との試験検査機器の相互活用体制の構築  

試験検査機器を外部開放している大学と公設試との間で、機器の相互利用等に関す

る連携協定を締結し、機器の活用から品質保証に至るまで一貫した支援が可能な体制

を構築すべきである。併せて、各施設が保有する試験検査機器や設備等がどこにある

かを一覧化し、共同の機器案内 HP等で周知するなど、利用企業の利便性向上を図る

とともに、職員による機器の相互利用も意識した機器操作等の勉強会を実施し、相互

に機器等のノウハウを習得して、利用企業に対する的確な機器の活用方法や課題解決

策を提案できるよう推進すべきである。なお、推進に当たっては、公設試がコーディ

ネート役となり、地域全体の技術支援力を底上げできるよう取り組むべきである。 

また、機器の相互利用を促進し、企業や学生に公設試の支援内容や技術資源への理

解を深めてもらうため、オープンラボ事業や施設見学ツアーを定期的に実施し、実際

の支援現場や試験検査機器の活用事例を紹介することで、利用促進につなげるととも

に、技術支援の可能性を具体的にイメージできる機会を提供すべきである。 

 

[大学との連携の先行事例] 

兵庫県立工業技術センター、神戸大学、兵庫県立大学が研究機器・設備の相互活用を推 

進する「ひょうご神戸研究基盤共同利用機構」を設立(令和４年 12月) 

（主な連携・協力事項） 

機器・設備に係る運用に関する技術交流、情報共有、相互利用、共同運用 

 

○ 産業 21との技術・経営の一体的支援体制の強化  

  中技セン・織センからの技術的提案や課題の掘り起こしと、企業からのニーズや相

談の発信という双方向のアプローチをさらに活性化させることで、産業 21との一体

的支援の事例を増加させ、企業が抱える多様な課題に対して、より効果的な支援を提

供できるよう取り組んでいくべきである。 

  特に、試作品開発やデザイン設計など製品開発の初期段階においては、技術的検討

と資金調達の両面を同時に進める必要があることから、関係機関が企業との双方向の

対話を通じてニーズを的確に把握し、柔軟かつ迅速に支援策を提供できる体制の強化

が求められる。 

併せて、地域の試作支援ネットワークである京都試作ネットとも連携し、参画企業

による迅速な試作と公設試による科学的な評価を組み合わせることで、試作品の課題



20 

 

を早期に把握し、改良につなげる支援が可能となる。最新技術による高度な試作だけ

でなく、旧型機器や既存技術の活用も含めた柔軟な支援を通じて、企業の多様なニー

ズに対応できる。 

 

○ 効果的な中小企業支援（共同研究・技術者育成等）に向けた市産技研との連携強化  

中技セン及び織センと市産技研との連携について、これまでに得られた成果を基盤

として、三機関それぞれの強みを最大限に発揮しながら、共同研究の推進、人材育成

事業の企画・実施、技術実装への協力、研究員の人事交流等の取組を進めるべきであ

る。 

具体的には、地域産業の課題解決や新技術の創出に向けた研究開発を共同で推進す

るとともに、次世代の技術者育成を目的とした研修や講座等を協働して展開するとと

もに、市産技研が開発した先端技術の社会実装に向けては、相互に連携を図りなが

ら、地域企業との橋渡し役を担い、技術の現場展開を支援する体制を整えるべきであ

る。さらに、研究員の人事交流を通じて、各機関の技術力の向上と人的ネットワーク

の強化を図っていくべきである。 

 

［市産技研とのこれまでの連携取組］ 

      

                  

 

 

 

 

 

〇 国の研究機関との連携による技術支援力の強化  

中技セン及び織センが地域密着型の技術支援機関として果たす役割を維持しつつ、

より高度な技術課題への対応力を強化するため、国の研究機関である産業技術総合研

究所（産総研）との連携を推進すべきである。産総研が有する先端技術や研究資源を

活用し、地域企業の課題解決や新技術導入を支援することで、公設試の支援領域を拡

張し、技術革新の加速に寄与すると考えられる。中技セン及び織センが企業と産総研

との橋渡し役を担い、連携の窓口となることで、地域企業が国の技術資源にアクセス

しやすくなり、実用化や事業化への展開を促進する体制の構築が期待される。 

 

○ 伝統産業と先端技術などの交錯による創造性ある多様なイノベーションの創出  

市産技研や産業 21、地域金融機関等とも連携し、京都の強みである伝統産業と、

AI・新素材、電気電子、半導体などの先端技術を組み合わせた新たな価値創出を目指

し、こうした異分野の交錯を促すため、公設試が「技術×文化」「伝統×先端」をテ

ーマとした交流イベントやアイデア創発ワークショップを定期的に開催し、企業、大

・技術力向上のための合同勉強会や見学会の実施 

・セミナー等への相互参加 

・めっき排水巡回指導の共同実施 

・AI織キズ発見装置の開発 

・織機調整研修への講師派遣          等  
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学、クリエイター、学生など多様な人材が出会い、イノベーションのきっかけを得ら

れる“地域未来産業のハブ”として機能することを目指すべきである。 

 

○ デザイン視点によるイノベーションや課題解決支援の強化  

イノベーションの創出や課題の解決は、技術者だけでなく、構想力を持つデザイナ

ーの参画が重要である。デザインは単なる見た目の調整ではなく、課題に対して俯瞰

的かつ未来志向の視点で構想を描く力を持ち、技術者に新たな発想を促す触媒である

とともに、異なる分野や立場をつなぐ架け橋として通訳的な役割を果たし、様々な場

面で活用できる汎用性を持っている。そのため、デザイナーが積極的に相談の場に加

わることで、企業側に新たな視点や気づきをもたらし、新たな技術的可能性の展開や

議論の深まりにつながる「デザイン経営」の視点を提供することが可能になる。 

京都にはデザインを学ぶ多くの教育機関があり、デザインを学んだ人材が多数存在

しているが、彼らが地域に定着し、創造的に活躍できる環境整備は十分とは言えず、

公設試がその受け皿の一つとして、デザイン人材の活躍の場を提供し、地域に根ざし

たイノベーションの拠点となるべきである。 

特に、中技センが持つデザイン部門においては、京都のデザインをプロデュースす

る中心的な存在として、行政や企業との協業を通じて、「まちづくり」や「地域づく

り」などの「デザイン都市構想」を含めた京都のデザインをけん引する役割を果たす

べきであり、その中で、京都発信のデザインを「デザイン京都派（仮称）」として独

自に育てていくことを通じ、地域文化と融合した新たな価値創造につながることが期

待される。 

具体的な取組としては、地域住民や学生、企業が自由に出入りできる共創空間を設

け、日常の課題をテーマにしたワークショップやアイデアソンを定期開催する「デザ

イン・リビングラボ」、中技センのデザイン部門が地域企業や学校を訪問し、出張相

談やミニ講座を通じてデザインの可能性を“現場”で伝え理解と関心を広げる「デザ

イン・キャラバン」、京都発のデザイン事例やプロジェクトを体系的に記録・公開す

るオンラインプラットフォームを整備し、地域のデザイン資産を可視化し、学びや連

携の起点とする「京都デザインアーカイブ」の構築などが考えられる。 

利用企業等の協力のもと、こうした取組を通じて、公設試は企業から頼られる試験

研究機関としての顔だけでなく、次世代を担う小中高生や地域住民にとっても、専門

的な知見に触れ、学び、自らのアイデアや関心を形にできる創造的かつ実践の場とし

ての役割と、地域の未来を共に考え、育てていく「開かれた拠点」としての魅力を備

えることができると考えられる。あわせて、利用企業への啓発も含めて、「開かれた

拠点」としての存在を広く周知していくことが重要であり、「デザイン京都派（仮

称）」としての価値、感性を用いた独自性のある手法を検討すべきである。 
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○ 多種多様な人材が集い、交流する拠点機能を活用したマーケティングの強化  

新たなイノベーションを創出していくためには、従来の「待ち」の姿勢による技術

支援だけでなく、公設試が積極的に様々な人材と交流し、ニーズを拾う姿勢が重要で

ある。他府県では、公設試が金融機関や観光、伝統工芸、スポーツ分野など異業種・

異分野と連携し、地域資源を活かした製品開発や事業化に成功した事例も見られる。

こうした事例も参考に、産業 21とも連携し、製造業や技術者、研究者だけでなく、

小中高生などの学生も含めて多種多様な人材が公設試に集い、交流することにより、

従来とは異なる視点のマーケティングやイノベーションの強化を検討すべきである。 

 

○ 公設試を応援する仕組みづくりの導入  

公設試の維持・発展を目的として、会員企業への個別訪問等を通じて企業ニーズの

的確な把握を進めるとともに、企業が公設試を応援する仕組みを導入し、公設試の機

能や支援内容に対する企業の理解と関心を高め、利用拡大につなげることを目指すべ

きである。 

併せて、協力会の発展に寄与できるよう、必要に応じて協力会とは異なる新たな枠

組みについても検討すべきである。具体的には、会員企業が公設試の活動を継続的に

支援できるよう、サブスクリプション制度の導入を含む新たな参加モデルを検討し、

企業による自発的かつ持続的な参画を促す体制の整備を図るべきである。 

さらに、織センにおいても、丹後織物工業組合や丹後機械工業協同組合など地域の

業界団体と連携し、既存の枠組みを生かして、企業との交流促進や双方の発展に資す

る取組を推進すべきである。 

なお、市産技研では「ユーザーズコミュニティー（産技研 UC）」を立ち上げ、大学

や産業支援機関なども含めて広くユーザーとして位置づけており、現在では約 700の

中小企業に加え、大企業や大学も参加する有償の仕組みとして運営されている。こう

した取組も参考としつつ、公設試が地域の核となる団体に会員として参加し、会費を

支払って積極的に関わることも、地域企業等との深い交流を生み、現場のニーズを直

接拾う方法として有効である。 

一方で、検討に当たっては民間視点の導入と収益構造の見直しという観点も重要と

考えられる。公設試の支援は無償が前提となっていることも多いが、これが企業側の

本音やニーズを引き出しにくくしている可能性も考えられ、サブスクリプション制度

の支援サービス等を導入することで、企業は費用を払う分、真剣に活用しようとする

意識が高まり、より実効性のある連携が見込まれるとともに、料金設定により支援対

象の選別も可能となり、限られたリソースを効果的に活用できると考えられる。 

すべてを有償化するのではなく、企業規模や支援内容に応じた柔軟な対応が前提と

なるが、「お金を払うからこそ本気になる」という民間の感覚を取り入れることで、

支援の質と成果を高めることができると考えられ、例えば、セミナーや講習会などを

有償化することで、参加企業の意識や取組の質を高めるとともに、より実践的で価値

ある内容の提供につなげることが期待される。 
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［取組イメージ例］ 

     ・公設試が保有する幅広い企業ネットワークを活用し、企業ニーズの細かい要望に応じ、 

カスタマイズした交流会や勉強会の実施  

     ・会報等を通じた製品や技術の企業プロモーションの発信  

 ・支援内容・成果・活用方法をまとめたレポートによる成果報告・フィードバック 等 

 

 

（２）成長分野への展開支援 

 地域での多様なイノベーションによる次世代産業の創出に向け、府内中小企業の新技 

術の導入や新商品開発を推進する。 

 

〇 府政の重点施策分野における部会の設置や勉強会の実施  

地域産業の競争力強化と持続的な成長を促進するため、スタートアップやテキスタ

イル、フードテックなど府政の重点施策分野に関連する中小企業の技術力向上や先端

分野への参入促進を目的とした各種部会の設置及び勉強会を実施すべきである。 

具体的には、重点施策分野ごとに専門的な知見を有する関係機関や大学、支援団体

等と連携し、部会を通じて技術課題の共有や解決策の検討を行うほか、勉強会で最新

技術や市場動向に関する情報提供、事例紹介、意見交換などを行うことで、企業の理

解促進と実践的な知識の習得を支援する。これらの取組を通じ、中小企業が新たな分

野への参入に向けた準備を着実に進められる環境を整備し、府政の重点施策との連動

性を高めることを目指すべきである。 

また、国において新たに創設された「広域リージョン連携推進要綱」を活用して、

「広域リージョン連携ビジョン」の策定を進め、京都府だけでなく関係府県の公設試

がお互いの強みを活かしながら、協力・連携して中小企業の技術力の向上や先端分野

を支援できるよう検討すべきである。 

 

 

  ［テーマ例］ 

      アート＆テクノロジー：ロボット、アート 

      ZET-Valley：二次電池、EVバス 

      シルクテキスタイル：スマートテキスタイル、新精練 

      フードテック：発酵食品、輸出・インバウンド向け開発 

      宇宙：市場調査、技術研究、試作 

      半導体：京都大や市産技研との連携による半導体等の産学公交流会の開催 

      各種認証取得やサステナビリティ 

  



24 

 

 

〇 京都大学等との半導体開発支援体制の構築  

京都大学ナノハブ等の研究機関と連携し、中技センが保有する半導体関連材料の評

価機器を活用することにより、加工（ナノハブ）から評価（中技セン）まで一貫した

支援を行うことができる体制を構築すべきである。公設機関としては日本で唯一とな

る、半導体関連分野における高度な開発環境を持つ産学公連携開発拠点（トライアル

ラボ）の整備を図るとともに、府内中小企業との産学公連携の促進を目的とした交

流・見学会を開催し、技術的な情報共有や連携機会の創出を図るべきである。 

 

○ 府政の重点施策分野への特別技術指導員の活用  

  特別技術指導員として、半導体やリーディングゾーン分野等における国内外の第一

人者を選定し、府政の重点施策分野に関連する中小企業の新たな取組に対して、専門

的かつ高度な技術支援を行う体制を構築し、地域産業の競争力を強化できるよう取り

組むべきである。 

また、特別技術指導員の活用により実際に課題解決につながった事例については、

報告会や成果発表の場を設けることで、他の企業や関係機関との情報共有と好事例の

定着を図るとともに、特別技術指導員制度の有効性を広く周知し、更なる活用の促進

につなげていくべきである。 

 

○ 競争的資金の獲得を通じた研究開発の強化  

  産業 21と連携し、資金獲得に向けた体制の構築を図るとともに、競争的資金の獲

得に実績と強みを持つ大学の申請ノウハウや戦略的手法を積極的に取り入れること

で、より効果的かつ持続可能な資金調達の仕組みづくりを進めるべきである。 

  あわせて、競争的資金の公募情報や政策の方向性を継続的に把握することを習慣化

し、申請のタイミングやテーマを見極める力を高めていくことも重要である。組織内

では、競争的資金の意義や活用メリットに対する理解を深めるとともに、申請に向け

た意識醸成を図ることが重要である。具体的には、職員間での情報共有や勉強会の開

催、過去の申請事例の整理、外部の成功事例の共有などを通じて、申請に対する心理

的ハードルを下げ、挑戦しやすい環境づくりを進める必要がある。また、申請に必要

な書類作成や関係機関との調整などに関しては、業務の効率化や手続きの簡素化を図

ることで、職員が研究活動に集中できる時間を確保しやすくする工夫も求められる。 

こうした取組により、国の補助金や研究開発支援制度の活用を促進し、府政の重点

施策分野における研究開発の推進に必要な機器の重点的な整備を着実に進めるべきで

ある。 

さらに、整備された機器を活用したより精密な評価や試験など、技術支援の充実を

図ることで、中小企業が先端分野への参入や新たな事業展開を円滑に進められる環境

の整備につなげるべきである。 
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○ 提案型研究開発の推進  

企業の現場に足を運び、日々の業務や製品づくりの中に潜む技術的・経営的な課題

やニーズを丁寧に掘り起こし、的確に把握した上で、大学と連携し、企業の技術力や

市場の動向に応じた商品開発を具体的に提案する「提案型研究開発」に取り組むべき

である。この際、大学が有する専門的知見や研究成果を企業のニーズに即して柔軟に

活用して提案の実効性と実現可能性を高めるため、公設試が企業と大学の橋渡し役と

して技術的な翻訳・調整機能を果たすとともに、研究開発の進行管理や成果の社会実

装に向けた支援も行うことで、産学公連携による技術支援が単なる助言にとどまら

ず、実際の事業化や製品化につながるような成果創出を目指すべきである。 

また、公設試が研究成果に興味を持つ企業と、研究開発に参画する企業を仲介・調

整し、成果の実用化や事業展開の可能性を広げる役割も担うことで、技術シーズと市

場ニーズのマッチングを促進すべきである。 

 

○ 認証取得支援及びサステナビリティ対応に向けた技術支援の強化   

  中小企業が海外展開を進める上で求められる国際的な基準への対応への支援とし

て、中技セン及び織センでは、欧州向け製品の「RoHS適合試験」や、食品関連企業へ

の「微生物検査・HACCP 対応支援」、繊維製品の「有害化学物質の検査」など、分野ご

との専門的な試験・評価を実施しており、今後は、産業 21や特別技術指導員等と連

携し、申請書類作成の技術的サポートや、認証取得後の品質管理体制の構築支援、さ

らには人権・労働環境・知財保護・炭素排出対応といった非財務領域への対応も含め

た伴走型支援を行うことで、企業の国際競争力強化と地域産業の持続的な発展に貢献

していくべきである。 

 

 

（３）頼りにされる伴走人材の育成 

 伴走支援の担い手となる専門性の高い技術人材の獲得や育成を図る。 

 

〇 公設試の魅力発信と採用活動の強化  

  大学での説明会の開催や研究室への訪問を通じて、公設試の業務内容や社会的役

割、技術支援の現場でのやりがいなどを直接伝えることで、学生の理解と関心を高め

ていく。併せて、インターンシップのプログラムを拡充、受入れを拡大し、実際の職

場での体験を通じて、技術職員として働くイメージを具体的に持ってもらうことで、

応募意欲の向上につなげるべきである。 

こうした取組に加え、オンライン施設見学会の実施や SNSを活用した情報発信など

も組み合わせ、大学との継続的な連携や学科・研究分野に応じた情報発信を通じて、

公設試の魅力を総合的に PRし、採用試験への応募者数の増加を図るとともに、公設

試が支援して成果の出たプロジェクトの実績を公開・紹介することで、学生等が公設

試の仕事に魅力を感じられるような仕掛けづくりにも取り組んでいくべきである。 
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また、採用 PRにあたっては、京都府・公設試のホームページに加え、学会誌への

広報掲載や研究職向け求人サイトの活用など、理工系人材に対する多面的な情報発信

を行うことで、より効果的な採用活動を展開すべきである。 

あわせて、職員の専門分野や研究テーマ、技術的な強みを外部に分かりやすく発信

する体制づくりも重要である。誰がどのような研究に取り組んでいるのかが明確にな

ることで、採用面だけでなく、地域の企業からの信頼も高まり、「この件なら中技セ

ン、織センに相談しよう」と言われるような存在として認識されることにつながる。

職員紹介や研究テーマの公開などを通じて、公設試の顔が見える情報発信を強化すべ

きである。 

 

    ［インターンシッププログラムイメージ］ 

      １：公設試の施設見学や研究紹介など短期プログラム（1日単位） 

２：大学や企業が主導する教育型プログラム（「地域創生 Tech Program」） 

３：公設試の研究現場での実務体験プログラム（1週間程度） 

４：より専門性の高い実務体験（分析・試験・研究）を通じたプログラム（2週間以上）   

 

〇 公設試研究職としてキャリアアップしていく仕組みの構築  

 ① 採用困難職種における人材確保を図るため、理工系や応用化学系などの専門性を

有する学科への応募を積極的に働きかけるとともに、対象学科の拡大を進めること

で、より多様な人材の確保を目指すべきである。また、公設試の業務に特化した人

材育成と定着を図るため、公設試配属を前提とした採用枠の設定や、専門性に応じ

たキャリアパスの明確化を進めるべきである。 

 

［取組例］ 

・近年の織物産地では、従来の BtoB向けの素材づくり（生地を織るだけ）だけ

でなく、BtoC向けの製品づくりに取り組む企業も増えておりこうした変化に

対応できる人材育成の育成が急務となっていることから、幅広い技術や高い

専門性を兼ね備えた人材の確保・育成を通じて、企業の多様なニーズに応え

る支援体制の強化が必要であり、繊維職においてより良い人材を確保するた

め、被服系大学のほか、染織系大学においてもリクルート活動を実施し、応

募者の拡大を図る。 

・現在繊維職のみで実施している公設試配属を前提とした採用を他職種にも拡

大する。 

 

       ［工業系公設試における他府県の採用・異動状況］ 

        ・47都道府県のうち 32都道府県が、選考採用（≒公設試採用）を実施 

       ・残り 15県のうち 6県が、研究職勤務を続けられるよう一定配慮あり 

 

② 公設試における技術支援の高度化と専門性の維持・向上を図るため、特別技術指

導員の監修のもと、職種や対応分野ごとに求められる知識・技能・経験を体系的に
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整理した人材育成計画を策定すべきである。当該計画では、技術力の継承に向けた

組織的な管理を行い、退職した OB職員による現役職員への指導制度の導入などに

より、分析・評価、相談対応、研究開発などの段階的かつ実践的なスキル習得を通

じ、若手職員の早期戦力化や中堅職員の専門性強化につなげ、組織として切れ目な

く技術力を保持できるよう努めるべきである。 

加えて、公設試の職員には、専門性の高さに加え、それを支える価値観や姿勢と

いった「柱」が不可欠であり、専門性に固執せず柔軟に対応できる力や、新しいこ

とに挑戦できる育成環境の整備が求められる。例えば、若手職員が自らの専門性に

縛られないテーマ設定で研究に取り組む「自主研究枠」の導入や、異なる専門分野

の職員が混ざって議論する「クロス分野勉強会」の開催など、組織として関係者が

気兼ねなく意見を出し合える風通しの良い職場づくりを進めることで、挑戦を後押

しする文化を醸成すべきである。 

また、博士号取得者など、高度な専門性を持つ人材については、単に知識や研究

成果だけでなく、学びの過程で培った姿勢や、挑戦する意欲も含めて評価すること

が重要であり、特に企業との共同研究等においては、専門的な内容を企業側に分か

りやすく伝える「技術の翻訳役」として活躍するなど、汎用的なスキルも大きな価

値を持つと考えられ、こうした人材が持つ多面的な力を十分に発揮できるようにす

るため、担当業務の枠にとらわれない柔軟な配置や、産学公連携の場への積極的な

参画機会の提供などを進めるべきである。 

加えて、技術職員のやりがいや定着に向けた環境整備も重要であり、職員自ら企

業へ足を運び、企業との接点を通じて課題を発掘し、解決に貢献する中で得られる

感謝や成果の実感が、技術職員の大きなモチベーションとなると考えられる。例え

ば、企業からの「この助言で製品化につながった」「品質が向上した」といった声

や、支援を通じて得られた特許や新製品の事例などを、職員の関与とともに紹介す

ることで、職員の貢献が明確に可視化される。このような成果を報告会や所内掲

示、広報資料などで共有する仕組みを整え、職員が自らの仕事に誇りを持ち、組織

全体の活力に結びつける取組を進めるべきである。 

 

③ 公設試に採用された技術職員が、府政の重点施策に沿ったジョブローテーション

を通じて、幅広い分野での実務経験を積み、技術の蓄積を図ることは、組織全体の

対応力の強化に加え、職員一人ひとりのキャリア形成に大きく寄与する。具体的に

は、府が推進する産業創造リーディングゾーン等の重点分野に関する庁内横断型組

織に公設試職員も構成メンバーとして所属するなど、現場で知見を習得できるよう

に取り組むことで、技術支援の質的向上が期待される。 

また、ジョブローテーションを通じて、特定分野に偏らない柔軟な技術対応力を

備えた人材を育成することで、企業ニーズの多様化や技術革新の加速に的確に対応

できるようになるとともに、将来的な公設試の中核人材の育成にもつながり、持続

可能な技術支援体制の確立に資すると考えられる。 
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これらの取組を体系的かつ継続的に推進するため、府重点施策と連動した人材育

成の流れを制度化し、実務経験と技術力の向上を両立できる人材育成システムを構

築すべきである。 

 

  ［ローテーション例］ 

   ZET-Valley（脱炭素研究）→けいはんな学研都市（自動運転研究）→ 

丹後（宇宙技術研究）等 

 

〇 人事交流等の拡充による技術支援力の強化  

既に実施している本庁産業振興担当課や産業 21との人事交流に加え、今後は大学

や企業、市産技研などとの人事交流をさらに推進することで、技術支援の現場におけ

る知見の共有と相互理解を深めることとし、こうした交流を通じて、研究開発や支援

業務における実務経験の幅を広げるとともに、異なる組織文化や視点を取り入れるこ

とで、公設試の支援力の強化と柔軟な対応力の向上を図るべきである。 

具体的には、大学研究室への短期派遣による共同研究の実施、企業への技術職員の

出向による製品開発支援、市産技研との相互派遣による試験・分析技術の高度化な

ど、多様な交流形態が想定できる。対象分野については、環境技術、ライフサイエン

ス、先端材料、食品・バイオ分野など、産業創造リーディングゾーンをはじめとする

府政の重点施策との整合性を踏まえた技術支援体制の構築を進め、地域産業の高度化

及び持続的な成長に資する人材育成と支援の強化を目指すべきである。 

また、専門性の高い分野における技術支援力の強化に向けて、任期付の研究員とし

て高度外国人材を活用し、国際的な知見や先端技術を地域企業の支援に取り入れると

ともに、技術職員が苦手としがちな企業訪問や課題発掘などの業務は、定年退職した

民間営業経験者や副業・兼業人材などの知見やノウハウを持った人材を柔軟に採用・

活用することも有効と考えられる。さらに、こうした人材をフェローやアドバイザー

等として継続的に関係を構築し、組織として把握・リスト化しておくことで、必要に

応じて迅速かつ的確な支援が可能となり、公設試の技術力向上と支援体制の充実、さ

らには地域産業の課題解決に向けた新たな展開が期待される。 

 

 

（４）施設・設備の整備 

中技センの施設を含む KRP東地区の 5棟は、同時期に建設され、一体の構造で接続

されていることから、老朽化対策は KRP東地区全体の課題として捉える必要があると

考えられる。 

こうした中、KRP地区開所 35周年を契機として、同地区が有する資源の強みや将来

ビジョンを共有し、地区全体の方向性について検討する会議体「KRP地区懇話会」が

設置され、議論が進められており、今後は、この懇話会において醸成された「地区全

体の課題を関係団体が協力して解決する」という機運を継承し、産業支援センターを
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含む各施設の機能集約や効率化を視野に入れ、地区としての持続可能な在り方につい

て関係者とともに議論を進めていくべきである。 

一方、織センの建物においては、３棟のうち１棟に入居していた企業が退去したこ

とにより空きスペースが発生していることから、引き続き地域企業による新分野への

進出を促進するため、産業 21と連携して入居企業の発掘を進めることとし、企業訪

問等、企業に接触する際に新分野進出や事業拡張の計画をヒアリングするとともに、

業界団体、市町、京都府産業立地課と連携して空き情報の発信や企業発掘活動の強化

を図るべきである。 

加えて、大学などの教育機関も入居対象として捉え、研究活動や地域企業との交

流・連携の場として空きスペースを活用してもらうことで、産学公連携の促進や地域

産業の活性化につなげていくことも期待される。 

さらに、技術ニーズの高度化・多様化への対応や府政の重点施策分野（新分野）へ

の進出を後押しするため、中小企業単体では導入が困難な機器等を、競争的資金の獲

得や国制度等を活用し導入を図るとともに、公設試が継続的に企業支援を実施してい

くために、既存機器を含めた保守管理経費等の歳入確保に努めるべきである。 

あわせて、公設試が企業支援を継続的に実施していくためには、機器の保守管理経

費等に不可欠な歳入の確保が重要であり、技術ニーズの高度化・多様化に対応するた

めには、機器の更新・高度化も不可欠であることから、競争的資金などの獲得により

機器整備を図るとともに、業界の意見も聞きながら、受益者負担の適正化の観点から

依頼試験料及び機器貸付料の人件費や光熱水費等物件費の変動に合わせた定期的な見

直し、職員による技術料の導入や操作補助・代行の有償化等も検討すべきである。 

併せて、地域企業との連携をさらに強化する新たな取組として、企業が自社製品

（試験検査機器等）を公設試内に無償で設置し、企業側は製品の PR機会を得る一

方、公設試側は当該機器を技術支援や研究開発、機器貸付等に活用する方法も検討す

べきである。この方法により、企業は製品の実使用環境での評価やフィードバックを

得ることができ、公設試は最新機器を活用した支援体制の充実を図ることが期待され

る。 
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５ 具体的な取組を進めていくために 

  本報告書は、中技センおよび織センの今後の方向性を示すものであり、単なる業務改

善にとどまらず、今後取組を進める上で必要となる実行計画等の策定において、「基

盤」や「土台」となることを期待するものである。 

以下に示す３点は、今後、計画策定時等において、特に重点的に整理が必要と考える

事項であり、報告書の趣旨や背景を理解し、職員が自身の業務にどう活かすかを明確に

するため、職員全体への共有と現場での主体的な議論を通じて検討することが重要と考

えられる。 

 

①使命や存在意義の明確化と共有 

まず、公設試として「どうあるべきか」という姿勢や哲学を明確にすることが重要 

である。本報告書は、公設試が直面する課題に対し、幅広く取組例を提示している。

今後、実行計画等を策定する段階に当たっては、優先的に取り組むべき内容を踏ま

え、組織としての使命や存在意義を明文化し、内外に示すことが、今後の取組を進め

るための出発点となる。 

 

②報告書に基づく実施計画等の策定や優先順位を付けた取組の実施 

    現状の課題や対応策については網羅的に整理されているが、これらをすべて同時に

実行することは難しく、府の公設試として、限られた資源の中で何を重点的に取り組

むべきかを明確にし、強化すべき領域を戦略的に絞り込む必要がある。 

今後、５年～10年にわたる長期のロードマップや、３年程度ごとの中期計画、年度

ごとの実行計画等を策定し、組織運営の透明性の確保と計画的な技術支援の推進を図

る必要がある。また策定に当たっては、府政の重点施策や地域産業の動向等を踏まえ

た目標設定と、PDCAサイクルによる進捗管理を通じて、計画的かつ柔軟な技術支援体

制を整えることが求められる。 

 

③定量・定性（質）的な検証と評価の実施 

成果の検証・評価にあたっては、企業にもたらされた経済的効果や波及効果を「支

援効果額」として定量的に把握することが一つの手法として考えられる。一方で、企

業との共同研究による新技術の確立、依頼試験を通じた製品改良、技術相談を契機と

した企業内の意識改革など、数値では捉えきれない定性（質）的な成果も重視すべき

であり、定量・定性（質）の両面から支援の実効性を評価することで、持続可能で創

造的な技術支援体制の構築につながる。また、こうした評価の信頼性と客観性を高め

るために、外部有識者や第三者機関による評価も重要である。外部評価を通じて、組

織の取組の妥当性や成果の社会的意義を検証し、必要に応じて改善を図ることで、府

民や産業界からの信頼を確保し、技術支援の質をさらに高めることが期待される。 
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６ まとめ 

委員会では、公設試験研究機関である「京都府中小企業技術センター」及び「京都府

織物・機械金属振興センター」の現状と課題を多角的に検討し、京都府の産業施策の方

向性や大学や市産技研との連携などについての最近の動きも踏まえ、今後のあるべき姿

について議論を重ねてきた。これらの議論をもとに取りまとめた本報告書は、単なる現

状整理にとどまらず、今後、公設試が果たすべき役割や方向性を明確にし、実行計画等

を策定・推進していく上での「基盤」や「土台」となることを意図している。 

 

近年、技術革新の加速や市場ニーズの多様化、環境・社会課題への対応など、企業を

取り巻く経営環境は大きく変化しており、特に中小企業においては、限られた資源の中

で新技術の導入や製品開発、品質向上を図ることが求められている。 

 

こうした状況を踏まえ、公設試は、地域産業の技術的支援を担う中核的存在として、

新たな技術開発にも対応できる支援体制を整え、企業の挑戦を技術面から後押しする役

割を果たすとともに、企業の技術や強みなどの可能性や潜在的な課題を引き出す「課題

発掘型支援」の強化が求められる。企業の来訪を待つだけでなく、産業 21 等と連携を

図りながら、職員が現場に足を運び、企業の課題や可能性を把握した上で、経営者とと

もに市場の動向を見据えた視点を共有し、関係機関とも連携した技術とマーケットをつ

なぐ支援を展開していく必要があると考えられる。 

 

加えて、大学・研究機関等との連携においては、業務の重複や非効率を避けるため、

支援内容の棚卸しと整理を行い、企業にとって分かりやすい支援体制の構築を図る必要

があり、公設試はその中核として、支援機関や市町村産業部局との情報等連携を促進

し、企業の課題に応じた最適な支援メニューを提案できるよう、コーディネート機能の

強化を進めるべきである。 

 

こうした技術的な信頼性と理解を基盤とした支援を通じて、企業が安心して挑戦でき

る環境を整えることは公設試の本質的な役割であり、企業が「腑に落ちる」「合点がい

く」ような技術的な納得感を得られる場としての信頼性を高めていくことが、今後ます

ます重要であると考えられる。  

 

さらに、公設試には、京都の伝統産業と AI・IoT・新素材などの先端技術の交錯によ

る新たな価値創出をコーディネートし、京都産業の現代的なブランディングを強化して

いく役割も期待される。こうしたブランディングは、京都産業の魅力を高めるだけでな

く、公設試そのものを、試験・分析の場を超えて、中小企業が最先端に触れられる入り

口であり、異業種の交流によって思いがけないアイデアがうまれる「地域の未来をつく

るイノベーションの発信地」、そんな“わくわくする場所” として認識してもらうこと
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にもつながり、若手人材や企業等が積極的に関わりたくなる環境づくりに寄与するもの

と考えられる。 

 

このように、公設試が多面的な役割を果たしていくためには、京都府の産業構造や企

業の在り方の変化などを踏まえた上で、必要とされる試験・評価機能や設備、人材によ

る技術支援のあり方についても、総合的に取り組んでいくことが重要と考えられる。 

 

また、これを機に公設試の職員の顔が見えるような体制づくりも重要である。誰がど

のような研究をしているのか、どの分野に強みがあるのかが明確になれば、地域の産業

界からの信頼も高まり、「この件なら中技セン、織センに相談しよう」と言われるよう

な存在になることができる。 

 

これらの取組を通じて、公設試が引き続き中小企業の成長を支える中核的な存在とし

て機能し、成長を実感できる企業が数多く生まれるよう、本報告書を基盤として、制

度・組織・施設の在り方を含めた実行計画を具体化し、PDCAサイクルに基づく進捗管理

を徹底することで、不断の改革を推進することが求められる。 

 

本報告書は、単なる現状整理ではなく、今後の中技センの方向性を示すものであり、

５年後、10年後に「公設試がなくなっていた」ではなく、「公設試が面白い存在になっ

ている」と言われるような未来につながることを期待している。 

 

委員会としては、本報告書をその第一歩として、公設試が関係者と連携・協働しなが

ら、今後の具体的な施策の実行に向けて速やかに取り組み、技術支援を通じて中小企業

の成長に貢献していくことを期待する。 
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京都府の公設試の在り方検討委員会 委員名簿 

 

１．委員                            (敬称略・五十音順) 

所属・役職 役職 氏名 

株式会社クロスエフェクト 代表取締役 竹田 正俊 

国立研究開発法人産業技術総合研究所 

関西センター 
所長 

辰巳 国昭 

  秋田 知樹 ※ 

田勇機業株式会社 代表取締役社長 田茂井 勇人 

滋賀県立大学 人間文化学研究院 教授 塚本 カナエ 

神戸国際大学経済学部 教授 中村 智彦 

ヒロセ工業株式会社 代表取締役 廣瀬 正貴 

株式会社本田味噌本店 代表取締役社長 本田 茂俊 

京都工芸繊維大学 元学長 森迫 清貴 

サント機工株式会社 代表取締役社長 山下 敬史 

  ※人事異動に伴い、第３回目から秋田委員が就任 

 

 

２．オブザーバー                        (敬称略・五十音順) 

所属 役職 氏名 

京都府 副知事 
山下 晃正 

  鈴木 一弥 ※ 

地方独立行政法人京都市産業技術研究所 副理事長 馬屋原 宏 

公益財団法人京都産業２１ 専務理事 岡本 圭司 

※山下副知事の退任に伴い、第２回目から鈴木副知事がオブザーバーとして出席 


